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経済企業委員会会議録 

 

平成２４年９月１８日 火曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ３時１２分閉議（実時間２４４分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第８７号・平成２４年度八代市一般会

計補正予算・第５号（関係分） 

１．議案第９８号・平成２４年度八代市一般会

計補正予算・第６号（関係分） 

１．議案第８９号・専決処分の報告及びその承

認について（平成２４年度八代市一般会計

補正予算・第４号（関係分）） 

１．議案第９０号・専決処分の報告及びその承

認について（平成２４年度八代市簡易水道

事業特別会計補正予算・第１号） 

１．議案第８５号・平成２３年度八代市水道事

業会計決算 

１．議案第８６号・平成２３年度八代市病院事

業会計決算 

１．所管事務調査 

・病院・水道事業に関する諸問題の調査 

（市立病院あり方プランについて） 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

（商工関連施設の管理運営方針について） 

（環境センター建設に伴う要望等推進協議

会及び八代地区産地協議会発足につい

て） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  百 田   隆 君 

副委員長  前 川 祥 子 君 

委  員  太 田 広 則 君 

委  員  田 中   茂 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  村 上 光 則 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

委  員  幸 村 香代子 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 商工観光部長     山 本 道 弘 君 
 
  商工観光部総括審 
           
  議員兼商工観光部  岡 村 英 治 君 
   
  次長 
 

  商工観光部次長   宮 村 明 彦 君 

  観光振興課長    稲 本 俊 一 君 

  観光振興課審議員  古 森   豊 君 

  商工振興課長    宮 田   径 君 

 農林水産部長     橋 口 尚 登 君 

  農林水産部次長   中 田 正 春 君 

  農地整備課長    潮 崎   勝 君 

  農業生産流通課長  橋 永 高 徳 君 
 
  農業生産流通課副 
            田 島 良 洋 君 
  主幹兼農産係長 
 

  農業政策課長    黒 木 信 夫 君 

  水産林務課長    濱 本   親 君 
 

 市民協働部 

  泉支所総務振興課長 橋 本 和 郎 君 

 環境部 
 
  環境センター建設 
            小 橋 孝 男 君 
  課長 
 

 部局外 

  水道局長      宮 本 誠 司 君 
 
  水道局次長兼簡易水 
            松 田 仁 人 君 
  道係長 
 
 
  市立病院事務局次長 
            田 中 智 樹 君 
  兼業務係長 
 

 

                              

○記録担当書記     増 田 智 郁 君 
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（午前１０時００分 開会） 

○委員長（百田 隆君） おはようございま

す。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり） 

 それでは、定刻となり定足数に達しておりま

すので、ただいまから経済企業委員会を開会い

たします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第８７号・平成２４年度八代市一般会計

補正予算・第５号（関係分） 

○委員長（百田 隆君） 最初に、予算議案の

審査に入ります。 

 それでは、まず、議案８７号・平成２４年度

八代市一般会計補正予算・第５号中、当委員会

関係分を議題とし、説明を求めます。 

 まず、商工観光部部から、歳出の第６款・商

工費について説明願います。 

○商工観光部長（山本道弘君） 委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本商工観光

部長。 

○商工観光部長（山本道弘君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り） 

 ただいま委員長のほうから御案内のありまし

た議案第８７号・平成２４年度八代市一般会計

補正予算・第５号中、商工観光部にかかわりま

す内容について、岡村総括審議員兼次長から報

告させますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○商工観光部総括審議員兼商工観光部次長（岡

村英治君） 委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、岡村商工観光

部総括審議員兼次長。 

○商工観光部総括審議員兼商工観光部次長（岡

村英治君） はい、おはようございます。

（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）商工

観光部の岡村でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。着座にて説明させていただき

ます。 

 議案第８７号・平成２４年度八代市一般会計

補正予算書・第５号、こちらの１４ページのほ

うをごらんいただきたいと思います。中ほどで

ございますけれども、款６、よろしいですか、

議案集の第１４ページでございます。 

 款６・商工費、項１・商工費、目２・商工振

興費の補正額６４８万２０００円と、目３・観

光費の補正額２００万円の計２本をお願いする

ものでございます。補正後は計で１３億１０４

７万４０００円になります。それぞれの事業に

ついて説明いたします。 

 まず、商工振興費につきましては、県が商店

街振興のために行っておりますまちなかづくり

推進事業補助金を活用して、本町二丁目商店街

振興組合が、ひこいちパーキングという名称の

駐車場の整備を行われるのに対して支援を行う

ものでございます。県からの補助金内示は８月

２１日付けでなされております。 

 この駐車場は、ロイヤルホテルの前にありま

して、もともとは本町一丁目商店街が運営され

ていましたが、本町一丁目では、経営コスト削

減を理由にことしの６月末に駐車場の運営をや

められました。当該用地は借地でしたので、賃

貸借契約の解除に伴い原状復帰をされ、現在は

料金を徴収する機械なども撤去されて更地とな

っております。本町二丁目商店街振興組合で

は、もともとこの駐車場は二丁目のお客さんが

よく利用されていたということもあり、今回二

丁目の駐車場として整備を行われることになっ

たものです。 

 この県の補助事業については、ハード事業と

ソフト事業に分かれておりまして、補助率が違

っております。ハードについては補助率が県、

市、事業者がそれぞれ３分の１、またソフト事

業については県、市が各９分の４で、事業者負

担が９分の１となっております。 
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 今回の本町二丁目商店街振興組合の事業で

は、ハード事業が駐車場の整備としての自動発

券機及び精算機の整備、あと舗装のやりかえ、

案内板の設置などです。総事業費が９０６万円

で、そのうち市の補助金が県費を含んで６０４

万円でございます。 

 ソフト事業につきましては、本町二丁目商店

街振興組合で今回の駐車場整備を契機に、商店

街活性化のためのボランティアの募集を計画さ

れており、それに関するものです。募集される

ボランティアは、高齢者への声かけ、話しかけ

ボランティア、子育てボランティア、イベント

の企画運営のボランティアなどを考えられてお

ります。詳細は、これから詰められる予定で

す。組合側では、駐車場整備完了のお知らせと

ボランティア募集のお知らせを兼ねたチラシを

作成し、市内全域の新聞折り込みにより周知

し、募集を行われる予定でございまして、この

分の経費が今回の対象事業費となっておりま

す。総事業費が４９万８０００円で、うち補助

金額が県費を含んで４４万２０００円というこ

とになっております。 

 以上、ソフト・ハード合わせて計６４８万２

０００円、その財源内訳としては県支出金が３

２４万１０００円、一般財源が同じく３２４万

１０００円となっております。まちなかづくり

推進事業は以上でございます。 

 あと次に、２つ目の観光費にかかる事業でご

ざいます。これは日奈久温泉活性化（アドバイ

ザー派遣）事業を予定しております。 

 この事業は、今回、県の地域づくりチャレン

ジ推進補助金事業の採択を受け、当初予算で認

めていただいております２００万円の予算と今

回の予算２００万円を合わせて計４００万円の

予算で実施予定の事業でございます。県補助金

の内示が７月２５日付であったことから、９月

議会で予算をお願いすることに至ったもので

す。 

 地域づくりチャレンジ推進補助金事業費は、

県が、市町村や地域住民の自主的な地域づくり

を後押しするため、移住や雇用、交流拡大など

に資する取り組みに対し支援するもので、補助

率は対象事業により異なりまして、２分の１か

ら４分の３であります。今回の分については、

補助率は２分の１となっております。 

 当初予算で認めていただいた２００万円を市

の負担分としまして補助金を要望したところ、

補助事業に採択されたので、今回の補正は県の

補助金分を財源に要求させていただくものでご

ざいます。日奈久温泉活性化アドバイザー派遣

事業の内容とすれば、日奈久地域の温泉旅館へ

のアドバイザー派遣と市内全域の宿泊施設を対

象としたおもてなし研修とおもてなしマニュア

ル本の作成の２つを柱としております。まず、

日奈久地域の温泉旅館へのアドバイザー派遣に

つきましては、温泉旅館再生などの実績を有す

る専門のコンサルタントに委託して５件の旅館

にアドバイザーを派遣して、各旅館の財務面、

施設面、接客面などにおける問題点を洗い出

し、問題点の提示と具体的な改善指導を行うも

のです。本事業によりまして、温泉旅館自身の

問題意識の醸成と改善促進を図りたいと考えて

おります。 

 次に、おもてなし研修とマニュアル本作成に

つきましては、日奈久温泉旅館でのコンサルに

よる指導内容等も踏まえ、宿泊業、観光事業者

としてのノウハウを市内全域に波及させるた

め、市内の宿泊施設を対象としたおもてなし研

修を開催するとともに、実践に即したおもてな

しマニュアル本を作成するものでございます。 

 今回の事業実施により日奈久地域の温泉旅館

のスキルアップと市内全域の宿泊施設における

おもてなし力の強化を図りたいと考えておりま

す。 

 事業費の内訳は、アドバイザー派遣事業が５

件で２５０万円、おもてなし研修とマニュアル
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本作成費が１５０万と予定しております。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。 

○委員長（百田 隆君） はい。ただいま説明

がございましたが、質疑を行いたいと思いま

す。何か質疑ありますか。 

○委員（田中 茂君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中委員。 

○委員（田中 茂君） それでは、後のほうの

ですね、地域づくりチャレンジ推進事業補助金

の日奈久にアドバイザー派遣が５件となってい

ますが、大体期間はどのくらい見ておりますで

しょうか。 

○観光振興課長（稲本俊一君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 稲本観光振興課長。 

○観光振興課長（稲本俊一君） はい。この事

業につきましてのスケジュール的な部分ですけ

れども、まず、事業の全体の説明会並びに各旅

館に個々に説明会を９月中旬ぐらいに行いまし

て、実際アドバイザーの派遣につきましては、

１０月下旬から１１月の中旬ぐらいまで実際に

現地に入っていただきまして、いろいろ現地、

各旅館に入って調査していただきます。その

後、事業計画書の作成とか個別指導とか、その

後、フォローアップということで、事業自体は

２月末ぐらいまでに終わる予定でおります。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありません

か。 

○委員（山本幸廣君） 関連でよろしいです

か。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員どう

ぞ。 

○委員（山本幸廣君） 予算には賛同をいたし

ます。 

 その中で今の関連で、地域づくりのチャレン

ジ推進補助金の事業なんですが、その中で事業

の内容でおもてなし研修、マニュアル本の作成

ということ、今回１５０万予算を計上しておら

れますが、おもてなしというのは今までしてな

かったのか、それとも、この補助金があったか

ら、再度活性化のためにおもてなしの研修とい

う予算、マニュアルというのをですね、つくっ

て、活性化導きたいというものなのか。今まで

過去ずっと日奈久については、おもてなしな

り、いろんな私たちは委員会として、苦言、苦

情をし、また予算は採択をしてきた経緯がある

んですね。で、今さらというといかぬですけど

も、やりおもてなしというのは誰がもてなすの

か、市の職員がおもてなしをするのか、私はや

はり経営者の方々等々についてですね、少し理

解をもう少し、行政の指導の中でですね、ある

程度市民の立場に立った理解をしてもらわなけ

ればですね、この日奈久の活性化というのはで

すね、なかなか厳しいと思うんですよね。どん

なに予算つけてもですね、そういうことであり

ますので。私からですね、お願いなんですけど

も、今、日奈久の旅館の後継者の方々、そこら

あたりをひとつ提示してください。旅館の数と

後継者、そこらあたりを即答できれば即答して

ください。 

○商工観光部長（山本道弘君） 委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本商工観光

部長。 

○商工観光部長（山本道弘君） はい。まず、

旅館の数が総数で１８件。後継者、各旅館にヒ

アリングをしたところ、後継者が現在６件程度

あるというお話を聞いております。そのほかに

ついてはですね、委員さん今御心配のとおり、

後継者がいないので、いわゆる経営の意欲とい

うのがなかなか、自分の時代で終わるかなとい

う御心配をなさっておられるところがほとんど

でございます。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） 山本委員。 



 

－5－ 

○委員（山本幸廣君） そこでびっくりしたん

ですけども、６件という後継者がですね、経済

企業でも農業の後継者育成というのをどうやっ

て育成したらいいのかということで予算計上し

ながら、その育成についてですね、予算を計上

しております。 

 ところが、商工の中で、このような日奈久の

旅館の活性化のための後継者の育成というの

は、今まで予算計上はほとんどありませんでし

たね、私の記憶の中で。２１年、私は議会にお

りますけど、予算はほとんどありませんでし

た。 

 そこで、私のお願いなんですけども、おもて

なしの研修の中でですね、後継者の育成をです

ね、やっぱりしっかりした、これからひとつ９

月定例会が終わりますと、予算の編成、予算等

についてですね、１２月ぐらいまでは検討され

るんですけれども、よろしかれば、どんなに日

奈久の活性化、活性化言うても、後継者いなく

てですね、先の見通しが立たないような状況で

ですよ、私は予算投資してもですね、何のため

に予算投資したのかという中で、ほとんど血税

を──補助金と血税等でですね、計上していく

わけよ。私たちも議会人としてもですね、責任

を感じる、市民に対して。 

 そういうことで、よろしかればですね、この

後継者の育成、なぜ後継者ができないのか、そ

してまた、この１８件の中で５年、短期、中

期、長期の中でですね、やはり後継者がおっ

て、意欲があってやられる旅館と、もうやめよ

うかという旅館の経営者等々についてもです

ね、意向調査しながらですね、やっぱし本当の

おもてなしすればですね、日奈久の旅館もです

けども、日奈久の地域の方々がですね、対する

おもてなしもですね、協力をしていただくよう

に体制づくりをしなければ、私は本当にあの何

百年の歴史のあるですね、日奈久温泉地域とい

うのがですね、私は活性化どころかですね、滅

びていくような感じがしてなりません。私は、

毎日のようにあるところにお湯に行くんですけ

れども、そういうふうに心配をしておりますの

で。 

 私、予算については何も言うことありませ

ん。これは私は賛成したいと思いますけれど

も、そこらあたりをひとつ真剣に取り組んでい

ただきたいということを要望しておきますか

ら。 

○委員長（百田 隆君） 質疑ありますか、ど

なたか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。済いません、

お尋ねをしたいんですが、先ほどのアドバイザ

ー派遣事業の中でですね、９月の中旬に説明会

を開かれて、１０月下旬から１１月中旬までア

ドバイザーで入られると。その後の個別の改善

計画というか事業計画あたりのフォローアップ

を２月末までというお話だったかと思うんです

が、そのあたりまでこのアドバイザーにお願い

とできるというふうに、アドバイザーになるん

ですかね、このあたりまでの。 

○観光振興課長（稲本俊一君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい。では、稲本観

光振興課長。 

○観光振興課長（稲本俊一君） はい。今回の

アドバイザー派遣事業につきましては、実際改

善計画を各旅館に出していただきまして、その

後のフォローアップの指導まで一応予算のほう

に入っているところでございます。 

 以上です。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） それと、このアドバ

イザー派遣を受けられる旅館については、個人

負担があるんですか、ないんですか。 

○観光振興課長（稲本俊一君） はい。 
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○委員長（百田 隆君） はい、稲本観光振興

課長。 

○観光振興課長（稲本俊一君） 受けられる旅

館につきましては、まず、アドバイザーのほう

が宿泊される宿泊の費用等、そのあたりの費用

が一応入ってまいります。それと、あと現状分

析とかいろいろ行うための財務資料、営業実績

資料とか施設の平面図の提出とか、あとヒアリ

ング等への対応というふうなところでの旅館側

の負担になっていきます。 

 以上です。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） いいですか。はい。 

 ほかにありませんか。 

○委員（太田広則君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） 確認をします。 

 アドバイザー派遣回数５件て、書いてあるん

ですが、５件というのは５回なのか、軒なの

か、ちょっと詳細を。 

○商工観光部総括審議員兼商工観光部次長（岡

村英治君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、岡村商工観光

部総括審議員。 

○商工観光部総括審議員兼商工観光部次長（岡

村英治君） ５軒の旅館にということでござい

ます。 

○委員（太田広則君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） そうすると、１８軒、

先ほど、ありますよね。残りの１３軒に対して

はどのような、アドバイザーは全然指導は入ら

ないという考え方でいいんですか。 

○商工観光部総括審議員兼商工観光部次長（岡

村英治君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 岡村商工観光部総括

審議員。 

○商工観光部総括審議員兼商工観光部次長（岡

村英治君） 今回の分につきまして、アドバイ

ザーの派遣先につきまして、やる気のある旅館

という形の分で。先ほど観光振興課長が説明し

ましたけれども、それなりの負担も要るという

ことでございます。希望されるところ、５軒。

あとの分につきましては、そういうような成果

を踏まえて、おもてなし研修という形の分、あ

とマニュアル本の作成という形の分で、その分

の結果につきましては、それぞれの分の旅館の

ほうに効果が及ぶような形の分でしたいと考え

ております。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） 極端に言うと、希望者

的、希望者が何か全員が参加するんじゃなく

て、うちはよかばいていうところが逆にあるち

ゅうことですかね、そうしますと。せっかく予

算とって活性化のためにやろうとされてるとき

に、旅館の方々が全員参加が、極端に言うた

ら、おもてなし研修はね、来られるとは思うん

ですけども。どうなんですか、さっき言ったよ

うに最初の５軒も希望者で先に決まってしまっ

たというふうに思いがしてならないんですけ

ど、どうなんでしょう。全体を底上げするよう

な考え方じゃないのかなという気がしてならな

いんですが、その辺はどうなんですかね。 

○商工観光部長（山本道弘君） 委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本商工観光

部長。 

○商工観光部長（山本道弘君） ただいま太田

委員さんが言われましたように、全体の底上

げ、スキルアップというのが一番望ましい形で

はあります。過去に、先ほど山本委員さんも言

われましたように、おもてなし研修等について

は実施をしたことがございます。ところが、結

果としてこういうような状況。いわゆる講師自

体が、例えば、よかとこ宣伝隊の事務局長とか

に対応していただいたというようなことで、地

元の方々によってつくり上げたおもてなし研修
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会だったものですから、なかなか実施して浸透

していかなかった部分がございます。 

 今回、そういう意味も含めていわゆるコンサ

ル、客観的に厳しく言っていただける方を登用

しようというようなことが一つなんですね。 

 そこで、先ほど太田委員さんが言われました

ように、全体のスキルアップというのはなかな

か実態としては難しいと、我々は判断したわけ

です。で、先ほど御案内しましたように、事前

のヒアリングの中で１８軒の中で、そういうこ

とをやろうという、いわゆる我々が計画をして

いることについて、うちの旅館だったら、じ

ゃ、やってみたいという、まず意欲のある方の

旅館をまず引き上げていこうということが今回

の狙いなものですから、その中で、ヒアリング

の中で大体８軒ほど手を挙げられた方、旅館が

ございました。その８軒の中で実際こういうこ

とをやるんですよ、具体的なまだ中身の話をし

てませんので、さらに説明会を加えていきます

が、その中で結局５軒程度がまずはいいんでは

なかろうかということで、まず、５つの旅館に

絞り込みでいきたいと、そういう作業を今から

控えているところです。 

 それで、チャレンジされたところが１つが伸

びていけば、じゃ、うちも、うちもという、そ

ういう波及効果をうちは現在狙っているところ

でございます。 

 以上です。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） はい。そうすると、マ

ニュアル本もですよ、１冊幾らぐらいするかわ

かりませんけど、基本的には５軒、もしくは最

初申し込まれた８軒ぐらいにしかつくらないと

いう考え方でいいんですかね。 

○商工観光部総括審議員兼商工観光部次長（岡

村英治君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、岡村商工観光

部総括審議員。 

○商工観光部総括審議員兼商工観光部次長（岡

村英治君） 今回の分の事業についてはアドバ

イザー派遣というのが１つ、あと、おもてなし

研修とマニュアル本の作成というのが１つ大き

い、大きい２つの柱があるんですけれども、ア

ドバイザー派遣の部分については希望される５

つの旅館と。あとの分につきましては、市内の

全域の旅館ということを対象に考えておりま

す。マニュアル本の作成なんかにつきまして

も、各旅館のほうに配付するということで考え

ております。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） 市内の全部の旅館。 

○商工観光部総括審議員兼商工観光部次長（岡

村英治君） はい。 

○委員（太田広則君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） そうすると、１冊大体

幾らぐらいで、何冊ぐらいつくられる予定。 

○商工観光部総括審議員兼商工観光部次長（岡

村英治君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 岡村商工観光部総括

審議員。 

○商工観光部総括審議員兼商工観光部次長（岡

村英治君） はい。マニュアル本の作成につき

ましては、予算上は約３０ページのものを２０

０部作成する予定でございます。（委員太田広

則君「３０ページ、２００部」と呼ぶ）はい。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） はい、わかりました。

有効活用できるようにしてください。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 前川副委員長。 

○委員（前川祥子君） はい。今の計画でです
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ね、うちの計画はというふうにおっしゃいまし

た。要するに行政が考えた計画ですよね。これ

に乗ってこられますかというところが５軒ほど

あったという（｢８軒」と呼ぶ者あり）８軒あ

ったということなんですよね。だから、要する

にですね、日奈久の旅館内の、旅館を経営され

ている方々、そして、後継者の方々いらっしゃ

るところも含めてですね、どんなふうにしたら

自分たちの旅館街がこれから成り立っていくの

かということをお考えになっているのかという

ところですね、吸い上げているっていうか、一

緒に話し合っていらっしゃると思いますけど、

どこまで盛り上がっているのかなということで

すね。そういうところはおわかりになります

か。 

 それともう一つは、マニュアル本の配付です

けど、配付してから後は検証というか、その後

はどうされますか。 

○観光振興課長（稲本俊一君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、稲本観光振興

課長。 

○観光振興課長（稲本俊一君） はい。まず最

初の御質問ですけども、以前各旅館にですね、

いろいろ御訪問させていただいた際に、茫然と

した各旅館ですね――茫然とした危機感という

のは感じておられます。それで、当然頑張って

おられる旅館もございます。ただ、何から手を

つけてよいのか、どういうふうに具体的にです

ね、していいのか、そういうのがちょっとわか

らないような旅館も一応あるのが事実でござい

ますので、そこあたりも事前にちょっと聞き取

り調査ですね、行きまして、そういうことであ

る以上やっぱり今回のアドバイザー派遣事業に

ですね、コンサルに入っていただきまして、い

ろいろそのあたり具体的にですね、改善、この

あたりを示していただきたいというふうに考え

ております。 

 ですから、そういうふうに今、地元の方々か

ら、旅館のほうから御意見はいただいていると

ころでございます。 

 マニュアル本の、あと作成した検証につきま

しては、一応ちょっとこれはコンサルともいろ

いろちょっと打ち合わせていかなくちゃいけな

いことだろうと思いますけども、このマニュア

ル本をある程度作成した上で、おもてなしの研

修を一緒に実施するのか、そのあたりは今後ち

ょっとコンサルのほうとちょっと話していっ

て、実際のマニュアル本に沿ったおもてなし研

修を、本当はそちらのほうが理想だろうという

ふうに考えています。その後のフォローにつき

ましては、当然、市といたしましても、改善計

画、各旅館のですね、日奈久の旅館の改善計

画、並びに八代市内全域のおもてなし研修後の

フォローにこちらも取り組んでいきたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 前川副委員長。 

○委員（前川祥子君） じゃ、やる気があられ

るところが８軒ほどあるというところで、そこ

に行政のほうも力を入れていただき、で、８軒

の方々が頑張った後に、周りの方々の旅館もあ

れだけやって、いい方向にいったならば、自分

たちもやろうじゃないかという気構えができて

くればという、それを御期待されているという

ふうに考えていいんじゃないかとは思います

が、盛り上がり方ですよね。盛り上がり方。実

際に日奈久の旅館街の方々の盛り上がり方とい

うのがどの程度なのかなって、そこはちょっと

よくつかめないんですよね。やっぱり物すごく

行政のほうが、とにかく日奈久の温泉街を観光

地としては昔から目玉だったんだから、とにか

く盛り上げなきゃいけないと。その気持ちが一

番先に出ているように思うんですよね。 

 おっしゃったように、８軒のところはやりた

いとおっしゃっていますけど、実際にアドバイ
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ザーをしてほしいのかなっていうのがよくわか

らないんですよ。じゃ、アドバイザー聞いてや

りましょうかっていうのは、多分行政のほうだ

と思うんですよね。本当にそれに乗ってやりた

いという気持ちがあらわれてますか。これは、

ここであらわれてますと言うしかないんでしょ

うけど。（笑声）そこですよね、問題は。 

 今後ですよね、これを最後というわけにはい

かないでしょうけど、ソフト面においてはです

ね、もうこれ以上のことはないかもしれないっ

ていうような思いもあるんですよね。だから、

今後と言ったら、また先の話になりますけど、

これを契機にですね、どこまで詰めてやってい

こうというふうに行政は計画を立てています

か、とりあえずは。今後、これがもし失敗した

ならということも考えてですよね。 

○商工観光部長（山本道弘君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 山本商工観光部長。 

○商工観光部長（山本道弘君） 先般の本会議

の中でも、日奈久につきましてのハード面や地

域基盤等についてはまちづくり交付金等を対応

してほとんど大体終わったところでございま

す。 

 そういう中で、今後はハードはもうできませ

んよと、こういう情勢ですので。で、今回、ソ

フト事業に力を入れていこうと。ただし、やる

気のあるところでしか対応できるような状況で

はありませんよというのが行政の今のスタンス

で、今ここを進めてきたところでございますけ

れども、確かに委員さん申されましたように、

本来は受け皿である皆さん方が、自分たちがみ

ずから頑張っていかにゃいかぬというのが理想

の姿です。 

 ただ、もう数年以上といいますか、かなりの

長い間、こういう盛り上げというのがいろいろ

と挑戦してきましたけれども、なかなか厳しい

ところがあって、今の御発言なさったと思うん

ですが、実はこの事業については県の補助金も

いただきますが、と同時に県の地域振興局と連

携をとってやっていこうということで企ててる

ものでございます。 

 そこで、県とのコンセンサス、お互いにとっ

ているのが、あんまりストレートに言いづらい

んですが、この事業自体が基本的には大体最後

の行政のアップ、フォローかなと。これで皆さ

ん方がやれなければ、もうちょっと我々は打つ

手がありませんよというようなところをです

ね、県と一緒に足並み揃えて投げかけをしてい

るところで、そういう危機感を持ってください

ということで、それゆえに余計我々もこの事業

にちょっと期待をして対応しようと思っている

ところでございますので、御理解いただきたい

と思います。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川副委員

長。 

○委員（前川祥子君） 今の山本部長の話で、

かなり危機感を持って双方ともやらなきゃいけ

ないっていう状況にあるんだということがよく

わかりました。 

 もう一つ、旅館組合の方々だけでなくてです

ね、やっぱりそのまちにある、日奈久のまちに

あるわけですから、日奈久の住民の方々もフォ

ローアップっていうか、自分たちの町の中の旅

館組合、温泉街なんだっていうような、そうい

う認識ももっと強く持っていただけたらなと思

うんですね。多分一部のところは頑張っていら

っしゃるという話も聞いてます。フォローアッ

プと自分たちの町をどうするかというところで

すね。だから、そういう方々ももうちょっと巻

き込むっていうかですね、力になっていただけ

るところまで旅館組合と一緒になってやっても

らえることも期待いたしたいと思いますので、

そこのところもぜひ、これは要望になりますけ

ど、お願いいたします。 

○委員長（百田 隆君） はい、ほかにござい



 

－10－ 

ませんか。 

○委員（田中 茂君） 委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中委員。 

○委員（田中 茂君） 関連でですね、今のア

ドバイザー派遣事業のアドバイザーの方です

ね、こういう方はどういう立場の方で、それと

今までこういう旅館街といいますか、いろんな

九州にもあるわけですが、そういうところのア

ドバイザーとして入られたことがあるのかです

ね、あるいはほかにもどういう、旅館だけじゃ

なくて、どういうアドバイスをしておられるの

か、そこいらがわかりましたら教えていただき

たいと思います。 

○委員長（百田 隆君） 古森観光振興課審議

員。 

○観光振興課審議員（古森 豊君） 当計画を

担当いたします審議員の古森と申します。よろ

しくお願いいたします。 

 今の委員のお話でございますけれども、一応

日本でいろいろ活動しているコンサルがござい

ますが、その中で旅館の建て直しを中心にやっ

ているコンサルというのが幾つかございます。

当然、熊本の中でも実績を有しているものがご

ざいまして、そういうものを含めてですね、地

域振興局と情報を共有しながら、そういう業者

の中から選定して、専門の立場からプロのアド

バイス、来ていただいて効果のある事業にした

いというふうに思っているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員（田中 茂君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中委員。 

○委員（田中 茂君） ちょっと具体的には言

えないちゅうことですか。 

○観光振興課審議員（古森 豊君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、古森観光振興

課審議員。 

○観光振興課審議員（古森 豊君） はい。実

績といたしましては、我々がつかんでいる情報

によりますと、県内の阿蘇とか水俣とか、そう

いうところで実績を上げているということで伺

っているところの会社でございます。個別の名

称についてはちょっと申し上げていいのかちょ

っと判断がつきませんので、ここでは差し控え

させていただきたいというふうに思います。 

○委員長（百田 隆君） いいですか。 

○委員（田中 茂君） はい。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（山本幸廣君） 委員長よろしいです

か。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 私は、理解を冒頭から

しておるんですけど、これは県がやる気のある

という、この４つの文字をね、やる気のあると

いう文字をたい、掲げてからもうやろうという

その方々にはアドバイスしようと、それで予算

つけようというのが県の方針でしょう、大体、

考え方が。そういう中で市も一緒になってやろ

うということじゃなかですかね。だから、一生

懸命頑張って、もうやる気のなかときはもうそ

こで諦めなっせって、あなたたちは閉鎖しなっ

せぐらいに言うたい。（笑声）ぐらいの気持ち

でやるということだろうけんな、担当部はな。

御理解しときます。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（太田広則君） はい。委員長いいです

か。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） じゃ、まちなかのほう

もちょっと聞いとかないとと思いまして。 

 ソフト事業のほうで商店街のイベントボラン

ティア事業チラシの作成、これはまずイベント

のボランティア作業募集、ボランティアの方の

具体的なボランティアの内容と、それからチラ

シはどの辺まで、全域に配られる予定なのか、

何部どの地域を配るのか、それと対象年齢とい



 

－11－ 

うか、対象年齢は恐らくないんだろうとは思い

ますけどもですね。その辺をちょっと詳しく教

えてください。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮田商工振興

課長。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。ボラン

ティアの活動事例でございますが、現在、本町

アーケードのほうで七夕飾り、７月ですね。

と、ちびっ子カーニバル、それと土曜市、ハロ

ウィン、グリーンプロジェクト、そういったイ

ベント活動がボランティアによって運営されて

おりますので、こちらのボランティアの方々に

この駐車場事業で整備される駐車の分を配付し

て、さらにボランティアを広げていこうという

ものでございます。チラシにつきましては、３

万９３３０部をつくられる予定で全世帯に配付

される予定でございます。 

 以上です。 

○委員（太田広則君） はい、わかりました。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） 過去にも今までずっと

同じこと、毎年やっていらっしゃるちびっ子カ

ーニバルであったりですね、夜市であったり、

七夕飾りのあれであったり、あるいは３月３日

の雛祭りの、今までボランティアは毎年どのく

らいの方々が応援に来ていただいている、その

辺の数というのはわかりますかね。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮田商工振興

課長。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。今まで

活動されているボランティアの正確な数につき

ましては、ちょっと把握はしておりません。申

しわけございません。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） 後でいいから、口頭で

もいいですから教えてください。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） まちなかだったな、ま

ちなかのところですが、ソフト事業の今、太田

委員からちょっと話がありましたが、商店街の

イベント、イベントをすることによって集客に

つながっているのか、果たして商店街の活性化

というのはどの辺に主眼を置いていらっしゃる

のか。商店街の、つまり売り上げが上がるのが

活性化なのか、ただ、イベントだけが盛り上が

るのが活性化なのか、その辺のところを少しお

聞かせをいただきたいと思います。 

○商工振興課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮田商工振興

課長。 

○商工振興課長（宮田 径君） 確かに、その

イベント自体はですね、１日、あるいは二、三

日とか期間を限定して行われることが多いんで

ございますが、それにかかわられますボランテ

ィアの方々、またイベントに参加されに来られ

る市民の方々、買い物客の方々、こういった方

々がアーケードに足を運ばれる機会を、それに

よって、この１年間の中で適宜つくるというこ

とで、商店街に親しみを持っていただいて、少

しでも来られる回数を増やしていきたいとい

う、そういったことで効果はちょっと数的には

何人増えていましたということは言えませんけ

ども、効果は出ているかと考えております。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 根本的にですよ、商店

街の売り上げにつながるようなですね、事業な

らいいんです。ただ、イベントだけが活性化し

てもですね、商店街の真の意味の、本当の意味

の活性化には私はつながらないのではないかな

と思っております。その辺のところ、やっぱり
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商店の方ともですね、ひとつ膝を交えてです

ね、もう少し、このソフト事業のちょっと視点

が私には違うような気がいたしますので、もう

少し詰めて商店街の売り上げが上がるように、

買い物客がですね、集客ができるような施策を

少し考えてほしいなと思っております。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） なければ、以上で第

６款・商工費について終了します。 

 小会といたします。 

（午前１０時３７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時３９分 本会） 

○委員長（百田 隆君） じゃあ、本会に戻し

ます。 

 次に、農林水産部から歳出の第５款・農林水

産業費及び第１０款・災害復旧費について一括

して説明を願います。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい、委員

長。 

○委員長（百田 隆君） はい、橋口農林水産

部長。 

○農林水産部長（橋口尚登君） 皆さんおはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり） 

 それでは、議案第８７号・平成２４年度八代

市一般会計補正予算・第５号に係る農林水産部

関係で、農林水産業費及び災害復旧費の当委員

会付託分について、中田次長より説明いたしま

すので、よろしく御審議方お願いいたします。 

○農林水産部次長（中田正春君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、中田農林水産

部次長。 

○農林水産部次長（中田正春君） はい、おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり） 

 それでは、議案第８７号の農林水産部関係の

補正予算について御説明を申し上げます。座ら

せて説明させていただきたいと思います。 

○委員長（百田 隆君） はい。 

○農林水産部次長（中田正春君） １３ページ

をごらんください。 

 目の３・農業振興費として補正額５９万９０

００円をお願いするものです。まず、節１８、

備品購入費でございますが、市町村マスタープ

ラン策定支援事業として、農地情報ソフト導入

費９万９０００円をお願いするものです。本事

業は、地域の中心となる経営体に対する農地の

集積計画及び農地利用図を作成する人・農地プ

ランの作業業務の効率化を図るために必要な農

地情報ソフトを導入する経費を補正するもので

ございます。なお、財源は県支出金４万９００

０円でございます。次に、節１９・負担金補助

及び交付金として新商品開発支援事業補助金５

０万円をお願いするものです。本事業について

は、農林水産物を活用した新商品を開発するこ

とにより、新たな地域産業の振興を図り、新商

品を開発し販売した事業主体に対して補助する

もので、昨年度より取り組んでまいりました。

本年度は６件の予算を計上していましたとこ

ろ、１０件の申請がありました。審査の結果、

９件が合格基準点を上回る結果となりました

が、そのうち２件については辞退されましたた

め、残り１件について補正をお願いするもので

す。 

 次に、目８・農地費として補正額６６万１０

００円をお願いするものです。まず、農業経営

高度化支援事業として５０万円、内訳としまし

て報償費３４万９０００円、旅費９万３０００

円、使用料及び賃借料５万８０００円をお願い
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するものです。本事業は、鏡町塩浜地区の県営

経営体育成基盤整備事業の新規採択に伴い、地

域の合意に基づく土地利用調整を促進し、効率

的かつ安定的な高度経営体の育成を促進するこ

とを目的として助成される農業経営高度化支援

事業を活用し、関係農家の意向調査、土地利用

調整活動等を行う営農委員の活動、研修費につ

いて補正を行うものです。なお、財源は県支出

金２５万円でございます。 

 次に、農地海岸樋門維持管理事業として１６

万１０００円をお願いするものです。県管理の

海岸樋門、日奈久、二見洲口の２カ所について

は、これまで管理契約がなされていなかったこ

とから、日常点検や操作等については地元で管

理していただいていました。今回、県が、津波

や高潮などの緊急時にその機能を十分発揮する

よう管理を市に委託するため、市が地元に再委

託を行うものです。 

 なお、再委託先予定の管理組合との協議が整

ったことから、今回補正をお願いするもので

す。なお、財源は全額県支出金でございます。 

 次に１４ページをごらんください。 

 目９・水田営農活性化対策推進事業として、

補正額６８２万２０００円をお願いするもので

す。事業内容については、くまもと型飼料用稲

生産流通モデル推進事業ということで、県産飼

料を利用して生産される畜産物の認知度向上や

消費拡大運動を展開するため、組織育成、機械

導入支援等へ助成するもので、推進事業として

事業主体、株アグリ日奈久へ１３３万８０００

円、麦わら収穫組織における必要な経費等４２

万３０００円、グリーンフィールド機械利用組

合へ１３１万１０００円の定額補助、また生産

機械施設整備として、株アグリ日奈久へ事業費

７５０万円の２分の１、３７５万円を補助する

ものでございます。なお、財源は全額県支出金

でございます。 

 なお、県の補助事業であり、実施要領の制定

がおくれたことにより、今回の補正となったと

ころでございます。 

 次に、平成２４年６月及び７月の梅雨前線豪

雨により被害を受けました施設の災害復旧事業

をお願いするものです。 

 まず、款の１０・災害復旧費、項１・農林水

産施設災害復旧費、目１・農業施設災害復旧費

で補正額２６８５万５０００円を計上していま

す。内訳としましては、農道等の路肩崩壊や法

面崩壊、土砂流入などの被害を受けた二見町な

ど８カ所の工事請負費１４５０万円、農業用施

設災害復旧事業費負担金として、平山土地改良

区管轄農道の法面崩壊、路肩崩壊など２０カ所

分、被災額３４１０万円のうち、補助残額１１

９３万５０００円、八の字土地改良区管轄平和

地区８号用水ポンプ場機器の配電盤が落雷によ

り故障したため、被災額２００万円のうち補助

残の６割分について負担して４２万円でござい

ますが、計上しております。なお、財源は県支

出金９１２万５０００円、地方債１５００万、

受益者負担金８０万でございます。 

 次に、目の２・林業施設災害復旧費では補正

額１億５５６万４０００円を計上しています。

被災状況については、別紙の２枚で写真と位置

図を配付しておりますので、ごらんいただきた

いと思います。代表的なところを添付しており

ますので。内訳としましては、路側崩壊、法面

崩壊などの被害を受けた坂本管内林道坂本山江

線など１２路線１５カ所を復旧する工事請負費

１億４１０万円、測量設計業務委託料１１６万

４０００円などでございます。なお、財源は県

支出金６２３９万５０００円、地方債３７５０

万でございます。 

 以上で予算の説明を終わります。御審議方よ

ろしくお願いします。 

○委員長（百田 隆君） ただいま説明がござ

いましたが、以上の部分について質疑はござい

ますか。山本委員、ありませんか。 
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○委員（山本幸廣君） 何もありません。 

○委員（太田広則君） 委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） 農業施設維持管理事業

の樋門の委託ですね。二見洲口と日奈久の樋

門、金額は大したことないんですけども、二見

のほうと日奈久のほうの事業費が若干違うよう

ですが、これは規模の違いから出てるんでしょ

うか。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 潮崎農地整備課長。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） はい、お答え

いたします。 

 樋門の委託の費用につきましては、構造及び

規模に応じて若干金額が違ってまいります。

今、写真の大きいのを出しますが、ちょっと高

くしてください。日奈久のほうは１連の樋門で

ございます。二見洲口にありますのが２連の樋

門ということで若干構造上、二見のほうが大き

くなります。ちょっと済みません。ちなみに、

日奈久樋門の流域図、主に日奈久干拓、色かけ

てございます。それから、二見洲口は国道及び

ＪＲよりも北側の若干山手のほうといいます

か、奥のほうまでが所管になっております。そ

れぞれ日奈久３３ヘクタール、二見が４０ヘク

タールでございます。 

 以上でございます。 

○委員（太田広則君） はい、わかりました。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） 本会議一般質問でも樋

門の件については質問したんですが、結局これ

は委託しても委託された担当者が警報なり何な

りの、例えば、一番雨のひどいときとかいう中

に走っていって結局操作ボタンを押すと、それ

からもし停電をしていたらバックアップがあっ

て、そういった操作もしなきゃいけない。あと

手動的に何かできるようなということで、いず

れにしても作業者が、操作員がいるということ

で理解してよろしいですか。 

○委員長（百田 隆君） はい、潮崎農地整備

課長。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） はい。今回の

委託の内容につきましては、県のほうが標準的

な委託仕様書及び委託手順等をおつくりになっ

ておられます。それに基づいて委託をしていた

だくということになりますが、おおむね内容に

つきましては委員のおっしゃったとおりでござ

いまして、もう少し詳しく申しますと、毎月１

回の点検及び監視、それから雨季に当たります

６月から１０月には２回となっております。そ

れから、緊急時には常に待機する。そういうも

ろもろのことも含まれております。 

 以上でございます。 

○委員（太田広則君） はい、わかりました。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありません

か。 

○委員（田中 茂君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中委員どう

ぞ。 

○委員（田中 茂君） 議案書の１４ページの

一番上のほうですが、くまもと型飼料用稲生産

流通モデル事業のことでですね、一応今回は株

式会社アグリ日奈久ということで出ております

けれども、若干説明会のときだったですか説明

がありましたので、高ＴＤＮ生産推進というこ

とで、何か栄養価の高いとかそういうふうな説

明だったと思いますけれども、このくまもと型

飼料の稲につきましてはですね、たしか今、高

田地区の平山のほうだったですか、それと鏡の

ほうでもやっておられると思うんですが、その

ほかにもあるのかですね、あるいは何といいま

すか、今回の日奈久も含められてですね、全部

で何ヘクタールぐらいあるのか、そして、ここ

で生産されたものはどういう流通の経路でです

ね、加工されて、多分県内だと思いますけれど

も、どういう形で加工されて県内の飼料農家に
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行くのかですね、そこいらの流れをちょっと説

明していただきたいと思います。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 橋永農業生産流通課

長。 

○農業生産流通課長（橋永高徳君） お答えし

ます。 

 まず、ＴＤＮですけれども、可消化養分総量

というふうに言われております。具体的にはで

すね、飼料の中の栄養価の指標をＴＤＮという

ことで言っておりまして、飼料はＷＣＳとか白

い、草を刈って白いロールとかにしますけれど

も、ああいう中で発酵したり、そういうことを

するようなことで飼料をつくっております。 

 今回の２件の補正予算なんですけれども、こ

れは去年からの事業だったんですが、ことし要

項が策定がおくれまして、その策定に伴って募

集しましたところ、２件の追加需要がありまし

た。それを今回補正をしておりますが、当初の

分では八代地域農業協同組合、それからグリー

ンフィールド、これは今回もですけれども、北

新地西区の飼料組合、それぞれ計画をしており

ましたが、その後、今回の募集で追加をされま

して、今回の２件が追加となっております。飼

料用の目標ですけれども、要項でいきますと、

大体目標年次で５０ヘクタール以上を目標とし

て策定されております。今回のアグリ日奈久が

現況で４９ヘクタールですけれども、目標は６

５ヘクタール、それからグリーンフィールドさ

んが現況３８ヘクタールで、目標を５６ヘクタ

ールということで設定されております。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） 田中委員、いいです

か。 

○委員（田中 茂君） はい。 

○委員長（百田 隆君） じゃ、ほかにありま

すか。はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。災害復旧費関

係でお尋ねをしたいんですけれども、６月と７

月の部分の被害なんですけど、これが専決され

なかった理由を、専決で扱われなかったとい

う。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 潮崎農地整備課長。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） 今回、補正で

上げております部分は災害の査定を受けて、そ

の後、工事を発注するというストーリーになり

ますものですから、その査定額をつかまえてあ

る程度額が固まったというところで、今回補正

をお願いしているところでございます。 

 専決処分には、査定にかからない小規模な工

事、あるいは修繕費等で対応する分を専決処分

でお願いしております。 

 以上でございます。 

○委員長（百田 隆君） いいですか。 

○委員（幸村香代子君） わかりました。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員（前川祥子君） 済みません。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川副委員

長。 

○委員（前川祥子君） 新商品開発のところな

んですけども、これは先日、新商品の授賞式が

ありました。あの新商品というふうに考えてい

いんでしょうか。 

○農業政策課長（黒木信夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 黒木農業政策課長。 

○農業政策課長（黒木信夫君） お答えしま

す。 

 先日６月２１日でしたが、お披露目会という

ことで実施しました。その件に関しては昨年度

２３年度に実施して新商品となった分でありま

して、今回は２４年度、次のちゅうか、今年度

予算で追加をお願いしてるということです。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、副委員長。 
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○委員（前川祥子君） はい、わかりました。

で、この補正に関しては質問はないんですけど

も、ちょっとその先のほうでですね、この間受

賞した方々のところのあの商品は、市として

は、流通関係とか広告塔などのそういったとこ

ろまで関係はされているんでしょうか、その後

のところなんですけど。 

○農業政策課長（黒木信夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、黒木農業政策

課長。 

○農業政策課長（黒木信夫君） はい、お答え

します。 

 ただいま前川副委員長、御指摘のとおり、市

としましては、開発、──今回補助をするわけ

ですが、開発のみにとどまることではいけない

というところで、その後のフォローアップは大

事かなというふうに考えておりますので、ブラ

ンド営業総室とも打ち合わせしながら、いろん

な機会を通じて、皆さんに周知を図っていきた

いというふうに考えております。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川副委員

長。 

○委員（前川祥子君） ということは、まだ具

体化してはいないということで、今考えてると

いうとこですか。 

○農業政策課長（黒木信夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 黒木農業政策課長。 

○農業政策課長（黒木信夫君） はい、お答え

します。現時点では、まだそれといって行動を

起こしておりませんが、いずれにしても、いろ

んな機会を通じてやっていきたいというふうに

は考えております。 

○委員（前川祥子君） はい、わかりました。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。

はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 今の関連ですが、全額

５００万、一般財源ですたいね。その中で当初

は６件の５００万の予定であったのが今度７件

になったということで、その７件に５００万と

いうことで理解していいんですかね。 

 そして、それとその補助金の使途、使い道、

今言われた開発だけでなくという答弁がありま

したが、そのあたりをお答えを願いたいと思い

ます。 

 それと３点目がですね、補助金の交付決定日

がお一人だけ、１件だけちょっと違っておりま

すが、この辺のところを少しお知らせを──お

聞かせをいただきたいと思います。 

○委員長（百田 隆君） 黒木農業政策課長。 

○農業政策課長（黒木信夫君） お答えしま

す。 

 まず、事業費に関しては、これ今回補正お願

いしてるのは５０万ですが、当初と合わせまし

て３５０万になります。１件当たり５０万の７

件というふうに御理解いただきたいと思いま

す。 

 それと事業費の内容ですが、開発にかかわる

経費、機械の借り上げ料とか資材、そういう経

費が補助対象経費としております。合わせて…

…。 

○委員（古嶋津義君） ほかに使い道は。

（｢採択の日が違います」と呼ぶ者あり）その

前に開発の機械だけでなくて、例えば、広告と

かそぎゃんとかにも使うてよかっかいて。 

○農業政策課長（黒木信夫君） はい。開発に

伴うのは店先に並ぶところまでですので、広告

費も含めた経費として見ております。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 東陽じゃなかった、迎

町の何かこれは有田さんか、そこだけが２４年

の１２月３１日、ほかの６件については２５年

の２月２８日になってますので、その補助金の

交付決定日が違うのがどうしてかなと。 

○農業政策課長（黒木信夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、黒木農業政策
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課長。 

○農業政策課長（黒木信夫君） はい、１件だ

け違うのは、予定として今回の補正後というこ

とで予定しているものですから、交付決定日が

違っているということです。当初６件について

は、もう交付決定を打っておりますので、その

違いが出ております。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 後から補正されるちゅ

うばってん、その１件だけは先にあっとですけ

どね、２４年の１２月３１日、あとは２５年の

２月２８日ですよ。 

○農林水産部長（橋口尚登君） 委員長、いい

ですか。今の。 

○委員長（百田 隆君） はい、橋口農林水産

部長。 

○農林水産部長（橋口尚登君） ただいまの古

嶋委員の御質問ですが、この１２月３１日と２

月２８日ということで書いてありますが、これ

は事業の期間ということで、終了期間というこ

とでですね、補助金交付決定日が、おのおの申

請書が出てから補助金交付決定をするわけです

が、それ以降で終了予定が２５年の２月２８日

と２４年の１２月３１日ということで、その商

品開発する商品によりまして、時期が早く開発

できる分についてはこういう形で年内の予定と

いうことで、現在予定しておるところでござい

ます。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） じゃ、事業が──質問

の視点を変えますが、事業が早く済めば交付を

早くしてやるということで理解していいんです

かね。 

○農業政策課長（黒木信夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、黒木農業政策

課長。（委員古嶋津義君「はい、わかりまし

た」と呼ぶ） 

 黒木農業政策課長。 

○農業政策課長（黒木信夫君） ただいまの古

嶋委員御質問のとおりでございます。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） 農業施設災害復旧事業

の八の字土地改良の揚水ポンプに落雷があった

ということでですね、これはもう自然災害なん

で仕方ないんですけども、これは再発防止策と

いうか、ほかにも揚水ポンプ場はたくさんある

んで、これはもともと避雷針がついていると

か、何かアースとってるとかっていう施策がな

かったのか、それから今後の再発防止策はどの

ように考えてるか、ちょっとお聞かせくださ

い。 

○委員長（百田 隆君） 潮崎農地整備課長。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） はい。お答え

いたします。 

 今回被災したのは農業用の用水を揚程する用

水路のポンプでございまして、規模がかなり小

さいポンプでございます。ちょっと位置をちょ

っと説明いたします。 

 ちょっと小さくて申しわけなかっですけど。

（｢小さかところに逆に落ちたわけ」と呼ぶ者

あり）はい。一般的な海岸にある排水ポンプは

大きいので、避雷、そういう防止策も当然整え

ておりますが、このポンプは土地改良区自体が

用水路の補塡するための揚水ポンプの小さいや

つでございまして、たまたま落雷したと。人間

にたまたま落雷するというような感じの偶然の

落雷かと思っております。対策というのは今の

ところ、見当つきませんけども、そのような状

況でございました。 

○委員（太田広則君） 委員長、ちょっと詳し

く。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） ポンプ本体に落ちた、

それとも電線に、支柱かなんか。 
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○農地整備課長（潮崎 勝君） ポンプ本体に

落ちてますので、配電盤の中身を今回補助事業

を使いまして交換するというような中身になっ

とります。はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） 本体ちゅうたら相当低

い位置にあるでしょう。囲ってある。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） いや地上面よ

りも上には本体がございます。 

○委員（太田広則君） 上にあるの。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） 上に……。 

○委員（太田広則君） 身長より高いもんね。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） 写真が。 

○委員（山本幸廣君） 現場ば知っとるもんが

説明すればよかったい、現場ば。現場知らぬで

おってから、現場はこまかとやけんでから、そ

こに落ちとるわけだけん。 

○委員（太田広則君） だけん、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） 質問の意味、わかる。

ポンプ本体といったら低いじゃないですか。

（｢はい、はい」と呼ぶ者あり）そういう低い

ところに落ちたんですかちゅうことを言ってい

るわけ。 

 それと、何かほら電気配線の支柱、木柱かな

んかに落ちたんじゃないのかということを言っ

てんです。本体だったら相当低いところに落ち

ている。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） はい、それ配

電を通じて入り込んだと聞いております。は

い。 

○委員（太田広則君） だから、電線の支柱に

落ちているんですね。はい、わかりました。そ

こがわからぬけん。本体ちゅうから。はい、わ

かりました。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 基盤整備のことで関連

としてちょっと、潮崎農地整備課長にちょっと

お尋ねですが、今回新規採択になっております

が、あとちょっとつかえとるような気もいたし

ますとですが、政権が代わって、土改連の予算

が大分６割カットぐらいになっとったもんだけ

んですね、進まないようで、今後の推移として

どうでしょうか、順調に進んでいくとでしょう

か。土地改良事業、基盤整備事業です。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 潮崎農地整備課長。 

○農地整備課長（潮崎 勝君） 今後の土地改

良事業の見通しということでお答えしたいと思

います。 

 御存じのとおり、２年ほど前、国のこの関係

の予算というのががっくり減りまして、何割

（｢６割カット」と呼ぶ者あり）６割減になっ

ております。その減額した金額から、若干来年

度の要望を見る限りにおいては微増ということ

を聞いております。 

 今、補助事業につきましては、おおむね八代

地区では県営に重点を置いて県のほうで施策を

要求をお願いしてるところでございますが、振

興局におきましては、県に一括して交付される

交付金と従来の単独の補助事業――ひもつき補

助金と申しますけども、県に一括して来る分に

おきましては、マイナスで配分されますので、

県で各地区で取り合いというような形になると

いうことで、振興局といたしましては、ひもつ

き、従来の補助事業、そのほうを重点的に要望

していきたいということでお聞きしてございま

す。 

 今のところ、以上のお答えしかできません。

終わります。 

○委員（古嶋津義君） 一括補助金の中身。 

○委員長（百田 隆君） 古嶋委員、それでい

いですか。 

 じゃ、ほかにありますか。 
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（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） それじゃ、意見があ

りましたら、お願いします。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） 災害復旧費につい

て、意見を述べさせていただきたいと思うんで

すが、先ほどお話があったように、査定のある

分ということで議会を通さねばというふうなお

話でございました。しかし、６月の災害の分か

らすれば、６、７、８、９、もう９月の終わり

だからですね、３カ月を過ぎると、７月として

もやっぱり２カ月を過ぎてしまうということで

あればですね、やはりその議案の出し方につい

てはですね、先議をする、初日にですね、議会

初日に先議をするようなことも含めてですね、

一日でも早い決定をすることが必要だというふ

うに思います。 

 そうでなければ、やはりこのような災害に遭

われた当事者の方たちにしてみれば、非常に復

旧がおくれていく、復興がおくれていくという

ことにつながりますので、そのあたりはぜひで

すね、これは農林水産費だけではないんです

が、ここの所管だけではないんですが、全体的

にですね、今回、この災害復旧費についてはそ

のようにできるように考えていただきたいなと

いうふうに思います。そうしないと、この間、

また台風も来ましたよね。そういったことも続

けてやっぱり来るような状況であればですね、

できるだけ予算は早目に決定していく、災害復

旧費についてはというふうなところでお取り扱

いをお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかに意見あ

りますか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） 先ほどの新商品開発の

件ですけども、これは開発するための補助金を

出すこと、それからそのイベントとして受賞な

どをやるということはもちろん大切なんですけ

ど、こういうことをやることにおいてはです

ね、その先のどうやって市としては売り出して

いくかと、まだ今のところ考えてないという

か、考えているけど、まだ出ていないというふ

うな状況だったもんですから、やっぱりこうい

うことを新開発を市民にやらせるのであれば、

その開発を受賞するのはもちろんそこまでいく

ことはわかっているんですから、それをどう売

り出すかというところまでやっぱり考えていく

必要はあると思います。ここのところをぜひ何

かイベントすることにおいては先まで考えてぜ

ひ行動していただきたいなと思います。 

 それから、農地整備費に関してですけれど

も、国や県からの補助をいただく、交付金いた

だかないと先に進まないというのもよくわかり

ます。でも、その前にですね、地域住民がやっ

ぱり結束しないと、これはもう絶対進まないこ

とですから、まずは、この地域住民との膝突き

合わせての話し合いですね、ここのところをも

うぜひ頻繁に行っていただきたいなと、そうい

うふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） 以上で第５款・農林

水産業費及び第１０款・災害復旧費については

終了し、これより採決いたします。 

 議案第８７号・平成２４年度八代市一般会計

補正予算・第５号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（百田 隆君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第９８号・平成２４年度八代市一般会計

補正予算・第６号（関係分） 
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○委員長（百田 隆君） それでは次に、議案

第９８号・平成２４年度八代市一般会計補正予

算・第６号中、当委員会関係分を議題といた

し、説明を求めます。 

 それでは、農林水産部から、歳出の第５款・

農林水産業費について説明願います。 

○農林水産部次長（中田正春君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 中田農林水産部次

長。 

○農林水産部次長（中田正春君） それでは、

引き続きまして、専決処分について報告いたし

ます。 

 １２ページをお願いします。（｢議案」と呼

ぶ者あり）議案９８号です。（｢９８号」「９

８号じゃないですか」と呼ぶ者あり）済いませ

ん。追加議案のほうですね。（｢そうです」と

呼ぶ者あり） 

 それでは、追加議案について御説明を申し上

げます。 

 ８ページをごらんください。 

 目の３・農業振興費として、みんなで取り組

む耕作放棄地活用事業９２６万円をお願いする

ものです。本事業は、景観作物の作付を支援す

ることにより遊休農地の解消を図るとともに、

国・県道沿線、新幹線・在来鉄道沿線等を中心

に美しい農村景観の整備を促すもので、当初事

業を予定しておりませんでしたが、８月８日付

をもって県がみんなで取り組む耕作放棄地活用

事業と実施要領を改正したことによって、平成

２２年度にイエロープロジェクト事業を実施し

た団体も事業実施が可能となりました。これま

で実施した市内４団体、ＪＡの太田郷農家組

合、ＪＡ千丁農家組合、やつしろ菜の花部会、

津口を元気にする会から、強い実施要望の希望

があったため、補正をお願いするものでござい

ます。種まき時期が１０月上旬ということで、

今回の追加補正をさせていただいたところで

す。なお、財源については、全額県が支出予定

しております。 

 次に、目４・園芸振興費として施設園芸研究

再生対策事業３８４２万８０００円をお願いす

るものです。本事業は、意欲ある地域の担い手

に対し、諸災害に強いハウス施設の整備及び二

層カーテン等の導入を行い、品質収量向上及び

コスト低下を実現することにより、ＰＱＣモデ

ルの普及を促進し、園芸農家の所得の最大化と

生産意欲の向上を図るもので、補助率２分の１

以内となっています。県の６月補正で成立した

新規事業で、今回事業主体として、あぐりーず

がハウス施設整備、八代トマト流通センターが

２層カーテン施設整備に取り組むものでござい

ます。事業については、９月６日に事業計画承

認及び内示を受けたもので、８月下旬からトマ

トの定植が始まり、また１０月から天井ビニー

ルの被覆が始まるということで、早期に工事を

完了する必要があることから、今回の追加補正

とさせていただきました。なお、財源は全額県

支出金でございます。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（百田 隆君） ただいま説明が終わ

りましたけど、質疑を行います。 

 何か御質問ありませんか。 

○委員（山本幸廣君） 委員長よろしいです

か。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） ちょっと確認をするけ

れども、みんなで取り組む耕作放棄地の活用の

事業、農業政策課長、（農業政策課長黒木信夫

君「はい」と呼ぶ）遊休農地の解消及び新幹線

沿線を中心とした美しい耕作景観の形成目的

と、この目的、実施の見直された点ですよね。

前はどのような見直しをされたのか、ちょっと

お伺いし、そしてまた、新幹線沿線中心という

ことで、新幹線沿線以外のところは対象になら

ないのか、そこあたりを聞かせてください。 

○農業政策課長（黒木信夫君） はい。 
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○委員長（百田 隆君） 黒木農業政策課長。 

○農業政策課長（黒木信夫君） お答えしま

す。 

 先ほど次長のほうからも説明しましたが、今

回、要項改正になった部分は、先ほど山本委員

御指摘の目的の部分をですね、これは平成２２

年度イエロープロジェクト事業を実施された団

体がこういう目的だったんですが、これを今回

８月に県が要項を改正して、補助対象とされた

ということです。 

 それと、補助対象の部分ですが、新幹線沿線

の、これには書いてありますけれども、鉄道敷

から５００メートル以内、あわせて新駅周辺１

キロ以内、国・県道沿線、道路端から１００メ

ートル以内というふうにしてありますが、この

ほかに県景観条例に係る景観形成地域内でも対

象地区というふうにされております。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 今ちょっと課長からお

聞きした中で、景観地域以外でも対象になりま

すよて。景観地域以外というのは市内全体のこ

とを言うのか、それとも校区ごとに言うのか、

そこあたりを説明してください。 

○農業政策課長（黒木信夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 黒木農業政策課長。 

○農業政策課長（黒木信夫君） 基本的には新

幹線沿線です。ただ、県知事が特認した場所も

含むということになっておりますので、市内全

域とは申せませんが、多少の範囲内はできるの

かなというふうに考えております。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 知事の云々と言われた

んですけども、要は景観と言ったら集団的に菜

の花やレンゲなり、集団的に組合をつくって、

そしてその美しい景観づくりの中で菜の花、そ

してまたレンゲについてですね、集団的組合を

つくっても対象になるのか、そこあたりをちょ

っともう一回聞かせていただけますか。 

○農業政策課長（黒木信夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 黒木農業政策課長。 

○農業政策課長（黒木信夫君） ただいまの御

質問ですが、今回実施します４団体の中でもや

つしろ菜の花ファーム９８７、この団体につい

ては独自に実施され、団体をつくって実際され

ております。で、県景観条例に係る景観形成地

域内等ということで、これの対象がこの団体に

なりますので、ただいま山本委員御指摘の、こ

ういう団体が対象になるかということですが、

対象になるというお答えをさせていただきたい

と思います。 

○委員（山本幸廣君） はい、結構です。あり

がとうございました。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（太田広則君） はい、関連して。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） 県のみんなで取り組む

耕作放棄地活用事業の、本来の目的は遊休農地

の解消及び景観というのがついてくると思うん

ですが、本来の遊休農地の解消にどのぐらい景

観の事業で解消できるのか。 

 それから、今後、県はこういったみんなで取

り組むという、言葉を外した形の耕作放棄地活

用事業というのは補助はないんですかね。みん

なで取り組むから、これはみんなで取り組む景

観の事業のほうに行ったんだろうなという気が

するんですが、本来の耕作放棄地、遊休農地の

解消という県の活用事業の補助というのはない

んでしょう。今後も出てくる可能性はあるんで

すか。 

○農業政策課長（黒木信夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 黒木農業政策課長。 

○農業政策課長（黒木信夫君） 本来ただいま

の御質問の、まず、みんなで取り組む耕作放棄
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地、みんなで取り組むというふうに書いてあり

ますが、基本的に県が実質今回、──今回とい

うか、２４年度から実施してます事業というの

は、子供たちとか市民の方を巻き込んで、食

育、そういうのを含めた取り組みをされる団体

ということで、本来県は最初つくられたわけで

すが、今回、補正要項が変わったというのは２

２年度耕作放棄地活用事業、旧イエロープロジ

ェクト事業ですが、これに取り組んだ方も対象

とするという変更があったもんですから、今回

補正はお願いしておりますが、耕作放棄地活用

事業、耕作放棄地対策が今後ないかということ

ですけれども、県とか国とかそれぞれ単独での

事業もありますので、いろんな相談には乗って

いきたいなというふうに思ってます。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） ほかに。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、関連でよかで

すか。済みません。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 先ほどから課長から聞

くといっぱいあったんですけども、もう了承す

るという気持ちでおったんですけども、こので

すね、予算はほとんどはっきり言ってから一般

財源は使わぬじゃないですか。で、県の予算が

どれぐらいあるのかわかりませんけども、やっ

ぱりこういうのを推進する中ではしっかりした

推進をですね、末端のやっぱしＪＡなり、いろ

んな団体等にその啓蒙をされておると思うんで

すよ、推進の中でですね。 

 ところが、なかなか私がはっきり言いたかっ

たのはですね、私の地域でもやっぱし十七、十

八町ぐらいを今レンゲをつくっておるんですよ

ね。で、そこらあたりで対象になるかならない

のかというのは対象になるような気がしてなら

なかったもんですから、お聞きしたんですけど

も、このような事業はどんどん、どんどんです

ね、推進していかにゃいかぬと思うですよね。

ほとんど聞かなわからぬという状況の中で、Ｊ

Ａだってあんまりその興味深く、──興味のあ

る人たちが大体こういうのをですね、率先して

補助事業を対象にですね、事業を進めてられる

ということでありますので、ぜひともですね、

担当部としては、いろんなＪＡを中心とした任

意の出荷団体なり、いろんなところがありま

す。それをつくるにしても景観が大事だと思う

んですよね。新幹線とか素通りしていくけん、

そんなに見る人いないんですよ。それはその地

域の景観が一番大事だと思いますよ。だから、

この事業にですね、要項に基づいた状況の中

で、その地域その地域の中で推進をしてほしい

と、そのように要望しておきますから、担当課

長よろしいですか。（農業政策課長黒木信夫君

「はい」と呼ぶ）どうぞ。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） はい。景観作物だか

ら、これに書いてあるとは菜の花とレンゲです

が、ヒマワリとかそういうのもよかとですか

ね。 

 それともう一つはですね、耕作放棄地、これ

は別な予算ですが、これは１０アール１万円で

すが、これは前は例えば、飼料稲とか飼料作物

つくれば２万だったと記憶しておりますばって

ん、その辺のところ少し関連としてお聞かせを

願いたいと思います。（委員山本幸廣君「２万

円たい」と呼ぶ） 

○農業政策課長（黒木信夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 黒木農業政策課長。 

○農業政策課長（黒木信夫君） はい、私のほ

うからお答えできるのは最初の御質問ですが、

ヒマワリも対象になります。あと……。（｢耕

作補助金あったろうが」｢２万だったか、補助

金」と呼ぶ者あり） 

 ２点目の飼料用作物、飼料用稲が対象になる

かということですが、その分に関しては対象に
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なりません。 

○委員（古嶋津義君） その前に補助の何かあ

ったろうが、別に。２万かなんかありゃせぬや

った。耕作放棄地に２万だか補助金のありゃせ

ぬですか。その確認だけ。（委員山本幸廣君

「２万ぐらいじゃなかったか、放棄地は」と呼

ぶ） 

○委員長（百田 隆君） 田島農業生産流通課

副主幹、どうぞ。 

○農業生産流通課副主幹兼農産係長（田島良洋

君） お答えいたします。 

 農業者戸別所得補償におきましては、耕作放

棄地対策につきまして反の２万円対象になって

おります。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（田中 茂君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中委員。 

○委員（田中 茂君） みんなで取り組む耕作

放棄地活用事業ということになっていてです

ね、多分大部分が前段の耕作放棄地じゃなく

て、後段の及びから先ですね。新幹線沿線を中

心とした美しい農村景観の形成を目的とする

と。それがほとんどだったと思うんですが、前

段の耕作放棄地等についてはですね、そういう

のがなかったのか、そこいらはまた景観に値し

なかったのか、そこいらをちょっと教えてもら

いたいと思います。 

○委員長（百田 隆君） 黒木農業政策課長。 

○農業政策課長（黒木信夫君） まず、最初の

耕作放棄地対策活用事業の対象事業につきまし

ては、先ほどお答えしましたように、国・県そ

れぞれ事業がありますので、そちらのほうで対

応をしております。今回の事業には対象として

いません。それから……済いません、２点目を

もう一度お願いします。済みません。（委員古

嶋津義君「２点目は何だったって、質問の内

容」と呼ぶ） 

○委員（田中 茂君） ただですね、一応耕作

放棄地の活用事業となっていて、耕作放棄地に

ついてはですね、今回、景観をですね、よくす

るような取り組みがほとんどここにはなくて、

あとのほうの新幹線沿線を中心とした景観とい

うのが、ほぼ４カ所じゃないかと思うもんです

から、前段のといいますか、耕作放棄地の活用

対象というか、そこいらについては何かそうい

う申し出もなかったのかですね。そこいらをお

尋ねします。 

○農業政策課長（黒木信夫君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、黒木農業政策

課長。 

○農業政策課長（黒木信夫君） ただいまの御

質問ですが、今回２４年度から新規に県が取り

組んだ事業ということで、前段に関してはあり

ますけれども、この事業というのが先ほども申

し上げましたように、子供の食育、農業体験等

を伴った事業を実施することで補助対象になる

ということがありましたので、その件に関して

は要望がございませんでした。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（村上光則君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、村上委員。 

○委員（村上光則君） 要望ですが、今、新幹

線周辺の田んぼがいっぱいありますね。そこで

耕作放棄地もあると思いますが、これは農協に

依頼して頼んでおられると思いますけども、毎

年耕作地つくって、荒れ地でね、荒れ地につい

ては何もこう、今言われたレンゲとか、そうい

うものをまいてなかっですが、それはしっか

り、もうちょっと地権者に対してお願いするか

何かせぬとですね、ああいう駅の前にああいう

格好じゃ、非常にこう、もう景観がですね、悪

いと思いますから徹底してお願いをして、そし

て駅周辺は特にきれいにせぬといかぬとじゃな

かですか。もうちょっと頑張ってもらいたいと

私は思う。地元におって、そういうふうに思う
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とですが、農協さんが依頼しておられるけん

で、農協さんがぱっとちょっとこう連絡ぐらい

はしなっと思いますけども、それから先が何か

毎年ああいうふうな荒れ地が目立っとですよ

ね。 

 そいけん、そういう荒れ地だけじゃなくて、

今はもう稲刈りもまいっときすると済むですも

んね。その稲刈り、刈った後でもですよ、そう

いう田んぼのお願いして、そういうふうなの、

今から咲く花があっじゃないですか。そういう

花も皆さん方にお願いすれば、私はできんこと

はなかて思うとですよ。まず、そういう熱意が

ほとんどないと思います。１つずつ頑張ってで

すね、農協さんには依頼すっだけじゃなくて、

皆さん方がひとつ頑張ってですね、お願いをし

て、そして、今からいろんな花があっじゃない

ですか、冬の花が。で、そういうのをやっても

らいたいですね。よろしくお願いしておきま

す。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（山本幸廣君） 委員長。 

○委員長（百田 隆君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 今、意見がいっぱい出

ておりますので、関係の資料を、この要項につ

いての資料企業の委員さんだけに配付してよ、

よろしいですか。 

○農業政策課長（黒木信夫君） はい。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、資料要求して

おきますから。 

○委員長（百田 隆君） はい。ただいま山本

委員から、本件についての資料要求がありまし

た。 

○委員長（百田 隆君） お諮りいたします。 

 本委員会として要求することに御異議ありま

せんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） 異議なしと認め、そ

のように決しました。 

 ほかにありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） 以上で第５款・農林

水産業費については終了し、これより採決いた

します。 

 議案第９８号・平成２４年度八代市一般会計

補正予算・第６号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（百田 隆君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第８９号・専決処分の報告及びその承認

について（平成２４年度八代市一般会計補正予

算・第４号（関係分）） 

○委員長（百田 隆君） 次に、事件議案の審

査に入ります。 

 まず、議案第８９号・平成２４年度八代市一

般会計補正予算・第４号（関係分）にかかわる

専決処分の報告及びその承認についてを議題と

し、説明を求めます。 

 歳出の第１０款・災害復旧費中、まず、農林

水産部から農林水産部関係について説明を願い

ます。 

○農林水産部次長（中田正春君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 中田農林水産部次

長。 

○農林水産部次長（中田正春君） それでは、

引き続き議案８９号・専決処分について御説明

を申し上げます。 

 １２ページをお願いします。 

 今回の専決については、７月１２日から１４

日の梅雨前線豪雨により被害を受けました施設
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の災害復旧費、経費について補正をお願いする

ものです。 

 まず、款１０・災害復旧費、項１・農林水産

業施設災害復旧費、目１・農業施設災害復旧費

では補正額６２０万円でございます。内訳とし

ましては、土砂流入により被害を受けた東町排

水路等４カ所、法面及び路肩の崩壊により断面

阻害などの被害を受けた日奈久馬越町農道等７

カ所の修繕費としまして３９０万円、特に災害

が大きかった東町等の農道３カ所については、

災害復旧事業の申請を行うことから、測量設計

業務委託料として２３０万円を専決処分とさせ

ていただきました。 

 次に、目２・林道施設災害復旧費では補正額

４３２８万１０００円でございます。内訳とし

ましては、法面の崩壊、土砂流出、倒木、落石

などの被害を受けた林道坂本山江線など４０路

線１４２カ所の修繕費としまして、３９６５万

円、特に被害が大きかった林道坂本山江線など

６路線７カ所につきましては、災害復旧事業の

申請を行うことから、林道施設災害復旧工事測

量設計業務委託料として３６３万１０００円を

専決処分させていただきました。なお、財源は

地方債２０５０万でございます。 

 以上、説明を終わります。 

○委員長（百田 隆君） 以上の分について、

何か質疑ございますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） じゃあ、意見があり

ましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） なければ、以上で歳

出の第１０款・災害復旧費中、農林水産部関係

について終了します。 

 小会とします。 

（午前１１時３５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時３７分 本会） 

○委員長（百田 隆君） 本会に戻します。 

 次に、商工観光部から、歳出の第１０款・災

害復旧費中、商工観光部関係について説明願い

ます。 

○商工観光部総括審議員兼商工観光部次長（岡

村英治君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） 岡村商工観光部総括

審議員兼商工観光部次長。 

○商工観光部総括審議員兼商工観光部次長（岡

村英治君） 岡村でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 議案第８９号の専決処分の報告及びその承認

につきまして、商工観光部でも専決処分したも

のがありますので、報告させていただきます。

着座にて説明をさせていただきます。 

○委員長（百田 隆君） どうぞ。 

○商工観光部総括審議員兼商工観光部次長（岡

村英治君） 平成２４年度八代市一般会計補正

予算書・第４号の１３ページをごらんくださ

い。１３ページでございます。 

 下の表でございますけれども、款１０・災害

復旧、１３ページでございます。（｢どうぞ」

と呼ぶ者あり）済みません。下の表でございま

すけれども、款１０・災害復旧費、項３・その

他公共施設公用施設災害復旧費、目２・商工施

設災害復旧費の梅雨前線豪雨災害復旧事業、五

家荘久連子古代の里配水管等修繕のための経

費、需用費を７１万４０００円措置したもので

ございます。これは７月１２日の集中豪雨によ

り、五家荘久連子古代の里に水を供給しており

ます水源取り入れ口、これは資料館から総延長

約１５８０メーター上流にありますが、このコ

ンクリートの水源取り入れ口の堰及び配水管が

崩落したもので、その復旧に要する費用でござ

います。なお、現在は既に復旧は完了しており

ます。 

 以上、説明を終わります。よろしくお願いい

たします。 



 

－26－ 

○委員長（百田 隆君） 説明を終わりまし

た。何か質問ありませんか。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） 施設はかなり古かった

んですか。 

○泉支所総務振興課長（橋本和郎君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 橋本総務振興課長。 

○泉支所総務振興課長（橋本和郎君） 泉支所

総務振興課の橋本です。よろしくお願いしま

す。 

 当施設につきましては、平成６年度から平成

８年度にかけて施設のほうの建設を行っており

ます。（委員太田広則君「はい、わかりまし

た」と呼ぶ） 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） では、意見がありま

したら、意見ありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） じゃ、以上で第１０

款・災害復旧費中、商工観光部関係についてを

終了し、これより採決いたします。 

 議案第８９号・平成２４年度八代市一般会計

補正予算・第４号（関係分）に係る専決処分の

報告及びその承認については、承認するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（百田 隆君） 挙手全員と認め、本

案は承認されました。（｢どうもありがとうご

ざいました」と呼ぶ者あり） 

 小会といたします。 

（午前１１時４０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時４１分 本会） 

◎議案第９０号・専決処分の報告及びその承認

について（平成２４年度八代市簡易水道事業特

別会計補正予算・第１号） 

○委員長（百田 隆君） じゃあ、本会に戻し

ます。 

 次に、議案第９０号・平成２４年度八代市簡

易水道事業特別会計補正予算・第１号に係る専

決処分の報告及びその承認についてを議題と

し、説明を求めます。 

○水道局長（宮本誠司君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮本水道局

長。 

○水道局長（宮本誠司君） おはようございま

す。水道局の宮本でございます。（｢おはよう

ございます」と呼ぶ者あり）着座にての説明を

お許しいただきます。 

○委員長（百田 隆君） はい。 

○水道局長（宮本誠司君） 議案第９０号・専

決処分の報告及びその承認について御説明いた

します。２１ページをお願いいたします。 

 専決第６号・平成２４年度八代市簡易水道事

業特別会計補正予算（第１号）、第１条、歳入

歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５２０万円

を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ３億６２

６４万８０００円とするものでございます。 

 内容につきましては、事項別明細書で御説明

いたします。２４ページをお願いいたします。 

 ３の歳出から説明させていただきます。款３

・災害復旧費、項１・災害復旧費、目１・簡易

水道施設災害復旧費でございますが、５２０万

円を追加し、補正後の金額を５２０万円といた

しております。これは本年７月の梅雨前線豪雨

災害に係る災害復旧費の計上でございまして、

被害を受けました坂本地区の導水管、配水管等

の修繕に要しました需用費２００万円、工事請

負費３２０万円をそれぞれ追加補正するもので

ございます。 

 次に、２の歳入でございますが、款３・繰入

金、項１・一般会計繰入金、目１・一般会計繰

入金で５２０万円を増額し、補正後の金額を１

億２６２４万にいたしております。 
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 以上で説明を終わります。よろしく御審議を

お願いします。 

○委員長（百田 隆君） はい、説明を終わり

ましたが、質疑を行います。何か質問ございま

すか。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） さっきと同じような感

じで導配水管は古かったんですか。 

○水道局次長兼簡易水道係長（松田仁人君） 

はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、松田水道局次

長。 

○水道局次長兼簡易水道係長（松田仁人君） 

導配水管につきましては、もう古い管を使って

ます。道路の中に埋設してるんですが、道路自

体が川の横にありまして、それが陥没とか土砂

が崩れてですね、どうしても露出をしたりして

おりました。それと、あとは川の端であります

が、端のところの下流側を一応管は通っている

んですが、そちらは流木とか川の水あたりでそ

の管を傷められまして、流木あたりが当たって

ですね、管の空気弁、またバルブあたりを破損

しているところです。 

 以上です。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） 古くなったところが新

しくなるのは本当にいいことだと思います。た

だ、そこの箇所だけ延長を考えると、古いのが

そのまま既設で残ると思うんですが、その辺は

どうなんでしょうか。次の災害でやられないで

すか。 

○水道局長（宮本誠司君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 宮本水道局長。 

○水道局長（宮本誠司君） 災害につきまして

は、自然条件等かなり厳しいところもございま

すものですから、防ぎようがないと言えば防ぎ

ようがないんですけども、簡易水道の施設の整

備計画につきましては、計画的に進めていく予

定でおります。 

 以上です。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） はい。計画的に進めて

いってください。古いのを極力新しくしていく

ちゅうのが大事だと思いますので、よろしくお

願いします。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） じゃ、意見がありま

したら。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） ないようでしたら、

これより採決します。 

 議案第９０号・平成２４年度八代市簡易水道

事業特別会計補正予算・第１号に係る専決処分

の報告及びその承認については、承認するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（百田 隆君） 挙手全員と認め、本

案は承認されました（｢ありがとうございまし

た」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第８５号・平成２３年度八代市水道事業

会計決算 

○委員長（百田 隆君） 次に、決算議案の審

議に入ります。 

 議案第８５号・平成２３年度八代市水道事業

会計決算を議題とし、説明を求めます。 

○水道局長（宮本誠司君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮本水道局

長。 

○水道局長（宮本誠司君） 引き続き御説明さ

せていただきます。 

 それでは、議案第８５号・平成２３年度八代
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市水道事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いて御説明いたします。別冊の平成２３年度八

代市水道事業決算書をお願いいたします。 

 １７ページから２８ページが事業報告書でご

ざいます。２１ページから２２ページに２００

万円以上の建設改良工事を、２３ページに平成

２２年度からの繰越工事を掲載いたしておりま

す。 

 建設改良事業につきましては、本年度も配水

管整備事業といたしまして、幹線配水管の二重

化のため西片町において、配水本管５００ミリ

の布設を行うとともに、公共下水道工事と同時

施行により太田郷地区並びに八千把土地区画整

理事業地区等の配水管未整備地区への配水管布

設工事を施行いたしました。一方、配水管改良

事業といたしましては塩屋町旭中央通、本町二

丁目及び西松江城町において老朽管更新工事

を、また公共下水道工事に伴い、長田町及び上

日置町において配水管移設工事を行いました。

なお、配水管整備事業のうち６０２７万５２５

０円が年度内に完了できず次年度へ繰り越しま

した。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 給水普及状況でございますが、給水区域内の

戸数及び人口がそれぞれ２万９２５５戸、７万

９１１８人に対しまして、給水実績は戸数が１

万４２１１戸、人口が４万５７２人でございま

して、給水区域内の普及率は５７.２１％とな

りました。 

 次に、２５ページ、配水量、有収水量及び電

力使用量でございますが、配水量が４１５万１

５６立方メートル、有収水量が３６０万５２３

６立方メートル、有収率が８６.８７％、電力

使用量が１９１万１６０７キロワットアワーご

ざいました。本年度も配水管等の漏水調査を行

い、効率的な水道水の供給に努めております

が、有収率は前年度に比べまして０.１７ポイ

ント減少いたしました。給水量でございます

が、有収水量は年間の総有収水量が３６０万５

２３６立方メートル、１日平均９８５０立方メ

ートル、１人１日平均２４３リットル、月当た

り１戸平均２１立方メートルでございまして、

１日最大配水量が昨年８月１２日の１万４６７

１立方メートルでございました。 

 次に、２６ページの水道料金調定及び収入で

ございますが、調定額４億５１７８万４７３７

円、収入済額４億１７６７万７５８０円、未収

額が３４１０万７１５７円、徴収率が９２.５

０％となっておりますが、これは３月３１日で

決算を行っておりまして、この時点では３月分

水道料金の口座振替分が月末振替、翌月入金の

ため収納されておりません。７月末現在では未

収額が３９万８４４７円、徴収率は９９.９％

でございます。 

 次の供給単価及び給水原価でございますが、

供給単価が１２５円３１銭、給水原価は１００

円１１銭でございました。 

 次の事業収入に関する事項、事業費に関する

事項及び附属明細書につきましては、後ほど別

表にて説明いたしますので、省略させていただ

きます。 

 次に２８ページ、企業債及び一時借入金の概

況でございます。平成２３年度は、企業債の借

り入れは行わず、償還だけでございました。過

去の建設改良事業のための政府系の金融機関か

らの借入金を６５５０万６８３０円、平成１９

年度から２０年度にかけて行いました年利６％

以上の公的資金保証金免除での繰り上げ償還に

伴う民間金融機関からの借換債を７１２２万３

８５６円、合計で１億３９０７万６８６円償還

し、残高は１５億６４３８万３８３５円となり

ました。 

 ページを戻りまして３ページから６ページが

決算報告書でございます。 

 企業会計では、当該年度の損益取引に係る収

入支出の収益的収支、また資産、負債及び資本
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の増減に関する取引に係る収入支出の資本的収

支の二本立ての予算になっております。 

 決算の内容につきましては、前年度との比較

をしております別添の資料に基づきまして御説

明させていただきます。 

 資料Ａ３をお配りしているのをよろしくお願

いします。収益的収支につきましては、経営成

績をあらわします損益計算書に合わせまして、

消費税抜きの数値で作成いたしております。ま

ず、収益的収支の収入でございますが、１の営

業収益４億５７１１万８７０６円、内訳としま

して給水収益４億５１７８万４７３７円、これ

は料金収入でございます。受託工事収益３４４

万３９１円、これは下水道工事に伴う配水管移

設と消火栓の修繕工事収益でございます。その

他の営業収益１８８万９５７８円、材料売却収

益と諸手数料でございます。 

 ２の営業外収益４７９万６３０７円、内訳と

しまして受取利息６２万１１２３円、他会計補

助金１９９万２０００円、これは第三工区企業

誘致に係る配水管敷設工事に要しました企業債

の利子補給と企業職員の児童手当に係る一般会

計補助金でございます。雑収益２１８万３１８

４円、これは主に量水器取替評価差額でござい

ます。 

 ３の特別利益、これは過年度損益修正益のみ

で１万８４４円でございます。収入合計４億６

１９２万５８５７円となっております。 

 次に、収益的支出でございますが、１の営業

費用３億３８９７万４６３２円、内訳としまし

て原水及び浄水費５１０９万８４８円、これは

水源地関係の費用でございます。その主なもの

としまして、一般職２名の人件費、水源地運転

管理業務委託、水源地動力費などでございま

す。配水及び給水費４３７３万８８１０円でご

ざいまして、これは配水及び給水施設に係る費

用でございます。その主なものとしましては一

般職３名の人件費、外港船舶給水所管理嘱託１

名の賃金、配水管及び給水管の修繕費、漏水調

査委託料などでございます。受託工事費１４４

９万４４２３円、これは新規給水工事の管理及

び既設旧配水管切りかえ工事等の受託に要する

費用でございます。その主なものは一般職２名

の人件費、旧配水管の切りかえ工事の工事請負

費などでございます。総係費７４９３万２６２

０円、これは一般業務関係の費用でございま

す。その主なものは一般職６名の人件費、水道

料金滞納整理事務嘱託等３名の賃金、検針集金

業務委託料、料金システム、会計システム保守

料などでございます。減価償却費１億５４４４

万７４９４円。資産減耗費２４万１６３８円、

これは固定資産除却費等いわゆる棚卸資産減耗

費でございます。その他営業費用２万８７９９

円、これは材料売却原価でございます。 

 ２の営業外費用３６４５万２４７１円。内訳

といたしまして、支払利息３６４５万１６５０

円、雑支出８２１円、これは棚卸資産購入に伴

う仕入れ値の単価調整によるものでございま

す。 

 ３の特別損失３９万５２９７円、これは過年

度損益修正損でございます。 

 支出合計３億７５８２万２４００円となり、

右下の欄になりますが、収益的収支として、収

益的収入から収益的支出を差し引き８６１０万

３４５７円の当年度純利益が生じました。 

 次に、資本的収支、収入でございますが、１

の工事負担金１２１５万７９６０円、内訳とい

たしまして他会計負担金３８１万６７５０円、

これは消火栓設置に係る一般会計負担金でござ

います。その他工事負担金８３４万１２１０

円、これは下水道工事に伴う配水管移設工事に

係る下水道事業からの補償金でございます。 

 ２の出資金８２７０万３０００円、これは第

４次拡張事業に伴う一般会計出資金でございま

す。収入合計９４８６万９６０円となっており

ます。 
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 次に、資本的支出でございますが、１の建設

改良費１億５２７３万１０５９円、内訳といた

しまして、配水設備拡張費１億２３３６万４４

８８円、これは給水区域内に配水管４９６５.

２メートルを布設いたしております。配水設備

改良費２８４４万９５３３円、これは下水道工

事に伴う配水管移設工事と老朽管更新工事でご

ざいます。７４３.９メートルを施行いたして

おります。営業設備費９１万７０３８円、新規

給水に係る量水器の購入になります。 

 ２の企業債償還金１億３９０７万６８６円で

ございます。支出合計２億９１８０万１７４５

円となり、下の欄でございますが、資本的収支

として資本的収入から資本的支出を差し引いた

１億９６９４万７８５円が不足いたしますが、

これは減債積立金取り崩し額７７４８万３３７

８円、過年度分損益勘定留保資金１億１２２５

万５０５７円及び当年度分消費税資本的収支調

整額７２０万２３５０円で補塡いたしておりま

す。 

 次に、財務諸表でございますが、決算書９ペ

ージから１０ページが損益計算書でございまし

て、平成２３年度は８６１０万３４５７円の純

利益が生じ、これを全額当年度未処分利益剰余

金といたしております。 

 １１ページが剰余金計算書でございまして、

本年４月の地方公営企業法の一部改正に伴い、

書式を変更いたしました。資本金の当年度末残

高は自己資本金が１９億５４５９万９４９６

円、借入資本金が１５億６４３８万３８３５円

となりました。剰余金は資本剰余金の当年度末

残高が６億３９０３万８１５６円、利益剰余金

は前年度において生じた純利益７７４８万３３

７８円を全額未処分利益剰余金とし、議会の議

決により全額を減債積立金に積み立てた後、全

額取り崩し企業債償還金へ充当し、当年度発生

した純利益８６１０万３４５７円を全額当年度

未処分利益剰余金とし、当年度末残高は８６１

０万３４５７円となっております。 

 １２ページの剰余金処分計算書でございます

が、本年４月の地方公営企業法の一部改正に伴

い、こちらも書式を変更いたしました。改正前

は当年度純利益を生じた場合、企業債の残高が

あるときは、純利益の１００分の５を下らない

額を減債積立金に積み立てなければならなかっ

たのが法改正により、利益処分について条例で

定めるか、議会の議決により処分するかとなり

ました。本市水道事業においては、剰余金計算

書で説明いたしましたとおり、当年度生じた純

利益８６１０万３４５７円を全額当年度未処分

利益剰余金とし、本議案の議決により全額減債

積立金に積み立てる予定でございます。 

 １３ページから１６ページが貸借対照表でご

ざいます。この表は、平成２３年度末における

企業の財政状態を明らかにするためのもので、

損益計算書による経営成績と資本取引による資

産、負債及び資本の増減結果を反映し、資産合

計と負債と資本の合計が一致するようになって

おります。 

 １４ページの資産合計及び１６ページの負

債、資本合計は４２億８６４６万５１６４円と

なっております。なお、平成１９年６月に公布

された地方公共団体の財政の健全化に関する法

律により、公表すべき健全化判断比率でありま

す企業会計資金不足比率につきましては、資金

不足を生じておりません。しかしながら、普及

率向上のためには、さらに配水管の整備が必要

でございます。また老朽管、水源設備の更新な

ど、施設の整備計画は山積いたしております。

今後、企業債償還金、減価償却費の増加等厳し

い財政運営が予想されますので、なお一層効率

的な事業運営を行ってまいる所存でございま

す。 

 以上、説明を終わります。よろしく御審査い

ただきますようお願いいたします。 

○委員長（百田 隆君） ただいま説明が終わ
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ったんですけれども、この議案第８５号・平成

２３年度八代市水道事業会計決算の説明までと

して休憩をいたしたいと思いますが、どうでし

ょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） では、そのようにし

ます。１時から再開したいと思います。 

（午後０時０４分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時００分 開議） 

○委員長（百田 隆君） 休憩前に引き続き、

経済企業委員会を開会いたします。 

 午前中の審査の際に請求しました資料をお手

元に配付しておりますので、御一読ください。 

 それでは、午前中の説明につきまして、質疑

ありませんか。（｢どこやったかいな」「水道

事業」と呼ぶ者あり） 

○委員（太田広則君） はい、じゃあ。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員。 

○委員（太田広則君） はい。概況の総括の中

で、配水管整備事業の、これは６０２７万５２

５０円が工事完了できず次年度へ繰り越しまし

たということ。その主な理由をちょっとお聞か

せください。 

○水道局長（宮本誠司君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮本水道局

長。 

○水道局長（宮本誠司君） はい。繰り越しの

理由につきましては、配水管整備事業、下水道

工事と同時施工に主にやっております。そうし

ますと、下水道工事のほうが２３年度につきま

しては震災の関係上、予算の配分とかもおくれ

たこともありまして、下水道工事の繰り越しに

合わせまして、水道管の配水管布設のほうも繰

り越したものです。 

 以上です。（委員太田広則君「はい、わかり

ました」と呼ぶ） 

○委員長（百田 隆君） はい、次。 

○委員（太田広則君） それからもう１点いい

ですか。 

○委員長（百田 隆君） はい、太田委員、ど

うぞ。 

○委員（太田広則君） はい。２６ページので

すね、給水原価が平成２２年度からすると２円

３３銭ぐらい原価が下がっているということ

で、これが利益のほうにも少し影響があったの

かなということで、この主な給水原価が下がっ

た理由はわかりますか。 

○水道局長（宮本誠司君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮本水道局

長。 

○水道局長（宮本誠司君） 給水原価でござい

ますが、こちらは営業費用、それから営業外費

用、これ足したのが経常費用になります。経常

費用から受託工事費の分を差し引きまして、有

収水量で割ったものが給水原価でございます。 

 主な原価が下がった理由としては、配水給水

費が修繕費で５５０万ほど落ちております。そ

れから受託工事費が、人件費が４７０万ほど。

あと支払利息のほうも若干ですが１４０万ほど

落ちております。以上、全体的に総費用のほう

を見ましても、２２年度と２３年度比較します

と５００万ほど近く落ちておりますので、それ

が主な理由かと思います。 

 以上です。（委員太田広則君「はい、わかり

ました」と呼ぶ） 

○委員長（百田 隆君） いいですか。 

○委員（太田広則君） はい、よかです、は

い。 

○委員長（百田 隆君） 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） よか。はい。２５ペー

ジのところですが、まず経営健全化については

特に指摘をするような事項はありませんですけ

れども、有収率が昨年より若干落ちております

ので、どこかに漏水をしてるところがあるのか

なと思いますが、その辺のところ、――例え



 

－32－ 

ば、夜に漏水箇所が発見されるとか、いろんな

事情があると思います。そういうときはここに

管工事組合の当番制があるのかわかりません

が、そういうのは、夜に漏水をした緊急に要す

る、そういう当番制か何かで対応をしていらっ

しゃるのでしょうか。 

 それと２点目がですね、受託工事費、これは

消費税込みだろうか。 

 その２点、ちょっと教えてください。 

○水道局長（宮本誠司君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮本水道局

長。 

○水道局長（宮本誠司君） はい。まず有収率

の点につきましてですが、毎年漏水調査を業務

委託で出しております。ちょっと距離数につい

てははっきり、手元に資料ございませんもんで

すから、――市内それから日奈久地区、（｢５

４キロ」と呼ぶ者あり）５４キロにわたって２

３年度は漏水調査を実施いたしております。な

かなか漏水箇所も、わかりましてからすぐに修

繕工事等やっておりますが、ちょっと……配水

量と有収水量のほうとちょっと差が開いてきて

おりますので、鋭意努力して漏水調査等進めて

いきたいと思っております。 

 それと２点目、受託工事費でございますが、

こちらの別表に出しております受託工事費につ

きましては、消費税のほうは抜きになります。 

○委員（古嶋津義君） はい、抜きならわかり

ました。 

 はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） ２点目ちょっと質問し

ましたですけど、夜中に突然大きな水道管の破

裂とかあった場合なんか、管工事組合か何かの

当番制はあるわけか、あとは。 

○水道局長（宮本誠司君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、局長。 

○水道局長（宮本誠司君） はい。管工事組合

のほうで持ち回りで修繕センターっていうとこ

ろを設けております。で、一時的にその修繕セ

ンターのほうで対応するような形になります。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） 他にありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） ないようでしたら、

以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（山本幸廣君） よろしいですか。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 今、説明の中で、決算

書見た中では、もう監査指摘をされたとおりで

ありまして、収益的に収支というのがこれだけ

の数字が出ておるわけでありますけども。 

 私は収入の中で営業収益をですね、見たとき

に、給水収益もありますけども、これをもう少

し収益を深める対策、そこらあたりをちょっと

聞かせていただき、また修繕するのに費用がで

すね、ある程度抑制をされとるのは、事業管

理、人件費なのか、それとも、比較的ですね、

抜本的に昨年度見てないもんですけんでから。

よろしかれば、そこらあたり２点をしていただ

ければ。 

 経営健全化へ向けてのですね、比率としては

２０％以下でありますから、順調にいってるな

という気はするんですけども。これからの対策

の中で、担当部として考えておられる収入と支

出の、特に先ほど言った収入についてのです

ね、対策等々について問題があれば聞かせてい

ただければと思います。 

○水道局長（宮本誠司君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮本水道局

長。 

○水道局長（宮本誠司君） はい。給水収益に

つきましては、既存の給水区域内、前川以北の

旧八代市域になります。あとは日奈久地区でご

ざいますが、何分にも良質な地下水が豊富なと
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ころでもありまして、配水管布設工事をやりま

しても、なかなか接続されないお客様も多数ご

ざいます。冒頭述べましたように区域内で５７

％ほどの普及率でしかございません。議員おっ

しゃりますように、今後は水道の必要性とＰＲ

活動に努め、普及率を向上させ、給水収益に反

映させたいと考えております。 

 費用の削減につきましては、なるだけ、何と

申したらいいんですかね、もちろんコスト意識

を持って対応しております。人件費等につきま

しては、人事当局のほうと交流等ありますもん

ですから、新陳代謝による若返りとか、そうい

った形で抑制していくべきかと思っておりま

す。 

 以上でよろしいでしょうか。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） ありがとうございまし

た。その辺、努力をしてほしいと思います。こ

の資本的の支出の中で、先ほどから説明があり

ましたですね、配水の設備の拡張と配水の設備

の改良費用等々について２２年度、２３年はち

ょっと数字的に大変こう、２３年度については

ある程度抑制されておられると思うんですけど

も。これから拡張をですね、どういうエリアま

での拡張というのを考えておられるのか、ちょ

っと聞かせてください。 

○水道局長（宮本誠司君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮本水道局

長。 

○水道局長（宮本誠司君） はい。拡張につき

ましては、現在、平成２３年度企業債を借り入

れませんでした。現在１５億残ってる企業債を

減らす方向で経営を安定化させようと思ってお

ります。になりますから、既設の給水区域内で

下水道工事に伴う配水管の布設により、普及さ

せていく予定でいます。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） はい。委員長、ありが

とうございました。結構です、頑張ってくださ

い。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

 はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 資料請求ですが、ここ

に給水単価が出とりますが、よければ後で結構

ですから、県下の幾つかあったと思いますが、

水道事業団の給水の単価をですね、資料として

いただければと思いますんで、資料請求をした

いと思います。 

○委員長（百田 隆君） ただいま、古嶋委員

から給水単価についての資料要求がありまし

た。 

○委員長（百田 隆君） お諮りいたします。

本委員会として要求することに御異議ありませ

んか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 ほかにありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） 改めて、意見をお願

いしたいと思いますが、ないですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） はい。なければ、採

決いたします。 

 議案第８５号・平成２３年度八代市水道事業

会計決算について、認定するに賛成の方の挙手

を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（百田 隆君） 挙手全員と認め、本

案は認定することにいたしました。 

 小会といたします。 

（午後１時１２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時１３分 本会） 

◎議案第８６号・平成２３年度八代市病院事業
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会計決算 

○委員長（百田 隆君） 本会に戻します。 

 続いて、議案第８６号・平成２３年度八代市

病院事業会計決算を議題とし、説明を求めま

す。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中市立病院

事務局次長。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） はい。こんにちは。（｢こんにちは」と

呼ぶ者あり）市立病院事務局次長の田中と申し

ます。よろしくお願いします。 

 それでは、議案第８６号・平成２３年度八代

市病院事業会計決算につきまして御説明いたし

ます。座って説明いたします。よろしくお願い

します。 

 決算書の３ページの決算報告書から１３ペー

ジの貸借対照表までにつきましては、本会議で

説明いただきましたので、本委員会におきまし

ては省略させていただきます。 

 まず、２２ページをお願いいたします。 

 ３、業務でございます。（１）業務量のイ、

患者数及び診療収入ですが、入院につきまして

は延べ患者数２万９５５人で、前年度と比べま

して１４３８人の増加となり、診療収入が４億

１４１７万４２３８円となっております。次に

外来ですが、延べ患者数は１万４０５人で、前

年度と比べまして８６７人の減少となり、診療

収入は１億３０６１万７８１７円となっており

ます。入院、外来を合わせました合計では、延

べ患者数３万１３６０人で、前年度と比べまし

て５７１人の増加、診療収入は５億４４７９万

２０５５円で、前年度と比べまして５３６２万

７９８７円の増加となりました。 

 次のページ、（ロ）の科別患者数ですが、入

院は、内科９８４５人、外科１万１１１０人

で、前年度と比べまして、内科６７６人、外科

では７６２人の増加となりました。一方、外来

では、内科の６２６７人、外科の４１３８人

で、前年度と比べますと、内科で３２６人、外

科で５４１人の減少となっております。 

 次に、ハ、病床利用状況ですけども、内科、

外科を合わせました一般病床６６床の延べ患者

数は、１万９２０５人で、病床利用率は７９.

５％。結核病床３０床の延べ患者数は１７５０

人で、病床利用率は１５.９％となっておりま

す。前年度と比べますと、一般患者数は６１９

人、結核患者数は８１９人、それぞれ増加して

おりますので、利用率におきましても一般病床

では２.３％、結核病床では７.４％の増加とな

っております。 

 続きまして、次のページ、２４ページをお願

いいたします。 

 （２）の事業収入に関する事項ですけども、

１、医業収益は５億５４５１万２４４８円で、

前年度に比べますと５４１４万４４２４円の増

収となっております。内訳ですが、（１）の入

院収益が４億１４１７万４２３８円で、前年度

に比べますと５４０２万７６５円の増加となっ

ております。増加の主な理由ですけども、医師

がふえたこともあり、入院患者が前年度に比べ

て１４３８人増加したためでございます。

（２）の外来収益は、１億３０６１万７８１７

円で、前年度に比べまして３９万２７７８円の

減少となっております。患者数が８６７人減少

しているものの、収益はほぼ前年度同様となっ

ております。（３）のその他の医業収益は、９

７２万３９３円で、前年度に比べまして５１万

６４３７円の増加となっております。増加の主

な理由ですが、室料差額収益の増加によるもの

であります。 

 次に、２、医業外収益ですが、１億３０５９

万７６２７円で、前年度に比べまして１４４万

９４１０円の増加となっております。内訳です

が、（２）他会計負担金、これは一般会計から
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の繰入金ですが、１億２９４８万５８３７円

で、前年度に比べまして１４７万５２４６円の

増加となっております。増加の主な理由です

が、高度医療分繰入金６０万３７５０円の増、

結核病床不採算分繰入金３９万７０５８円の増

加によるものです。（４）のその他医業収益で

すが、１１１万１７９０円で、前年度に比べま

して２万５８３６円の減少となっております。

ほぼ前年度と同額となっており、収益の主な内

容は、病室のテレビカードの売り上げ、自動販

売機の売上手数料でございます。 

 続きまして、３、特別利益は、本年度は該当

がなく、前年度と比べまして１６万５８２１円

の減少となっております。 

 事業収入の合計ですが、６億８５１１万７５

円で、前年度と比べますと、５５４２万８０１

３円の増加となっております。 

 次に、２５ページをお願いします。 

 （３）の事業費に関する事項でございます。

１、医業費用は７億２９０９万２１５９円で、

前年度と比べまして５９６４万８７１１円の増

加となっております。まず、（１）の給与費で

すが、４億３０７６万６０８円は、職員４０名

と臨時及び嘱託職員の給料、手当、賃金、法定

福利費、退職給与金でございます。前年度に比

べますと、５８５４万９６３５円の増加となっ

ております。この増加の主な理由でございます

けども、医療技術職職員の２名の退職経費が主

なものでございます……済みません、退職給与

金の４５４２万８１７６円が増加したためでご

ざいます。また、別途退職給与引当金の５００

万円も取り崩し、支給をしております。 

 次に、（２）の材料費ですが、１億６３１３

万６３１１円で、前年度に比べまして８９５万

５７１０円の増加となっております。 

 附属明細書といたしまして、費用の部は３１

ページから記載しておりますので、恐れ入りま

すが３１ページをお願いいたします。 

 目２・材料費のうち、節の１の薬品費は１億

２７８８万３３８２円で、前年度に比べまして

６６０万７７３７円の増加となっております。

増加の主な理由は、患者数がふえたことによ

り、薬の処方が増加したことによるものです。

節の２・診療材料費は３３５８万４２４４円

で、前年度に比べまして２５８万８１１６円の

増加となります。増加の主な理由ですが、患者

さんへの処置件数の増加などによるものです。

節の３・給食材料費ですが、ここで済みませ

ん、訂正がございます。給食材料費のところに

ゼロと記載しておりますが、１万９７４０円の

誤りでございます、ゼロのところが１万９７４

０円。したがいまして、節の４・医療消耗品費

を、記載の１６６万８６８５円から先ほどの１

万９７４０円を引いた１６４万８９４５円に訂

正をお願いいたしたいと思います。１６４万８

９４５円でございます。大変申しわけございま

せん。なお、３番目の給食材料費の１万９７４

０円の支出は、給食用のコップ５０個を購入し

たことによるものです。節の４・医療消耗備品

費は、ただいま修正いただきました１６４万８

９４５円ですが、前年度に比べまして２５万９

８８３円の減少となっております。 

 次に目の３・経費ですけども、１億１１０３

万２３４４円で、前年度に比べまして４５１万

１３０８円の減少となっております。この経費

の主なものですが、節の２・報償費では１７万

１１００円で、前年度に比べ皆増となっており

ますが、これは４回にわたるあり方検討会を開

催したことによる費用弁償でございます。節の

５・消耗品費は１５５万８８９７円で、前年度

に比べまして１万７２９９円の増加となってお

ります。節の７・光熱水費でございますけど

も、７８７万６１９０円ですけれども、前年度

に比べまして６７万６２２６円の増加となって

おります。節８の燃料費も１７９万９５円です

が、前年度に比べまして１４８万５９３８円の
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減少となっておりまして、これにつきましては

院内の空調設備を改修した関係で燃料費のほう

が減少したことによるものです。 

 次の３２ページになりますが、節の１１・修

繕費、５２８万７９４２円ですけども、前年度

に比べまして６１万１１５４円の増加となって

おります。節の１４・賃借料は、１５３１万３

９０４円で、前年度に比べまして１５２万５３

０９円の増加となっております。この増加の主

な理由ですけども、内視鏡の機械のレンタル

料、３カ月分が９４万１８５０円増加したこと

や、入院患者の褥瘡治療や予防のために使って

おります高機能マットレスのレンタル料４８万

３５２４円が増加したことによるものです。節

の１６・委託料ですが、７０９２万４２８４円

で前年度に比べまして６１３万７０４１円減少

しております。減少しました主な理由ですけど

も、栄養管理及び臨床検査業務を委託していた

ものを非常勤職員に切りかえましたことによ

り、５３５万１６１０円の減少となりました。

また、空調設備を改修したことによります冷暖

房管理委託業務１２７万７１６２円が減少した

ことによるものです。節の１７・諸会費ですけ

ども、２０４万６２８４円で、前年度に比べま

して８万１６００円の増加となっております。

節の１８・雑費ですけども、２５１万７７４４

円で前年度に比べまして５万６３００円の減少

となっております。 

 次に目の４・減価償却費ですけども、２２４

８万５９１６円で、前年度と比較しますと１１

５万３０８７円の増加となっております。内訳

は、節の１・建物減価償却費６３９万２３７７

円で、前年度に比べまして４２万３９９円の増

加となっております。こちらにつきましては、

前年度平成２２年度におきまして、病室改修工

事などを行ったことによるものです。節の２・

器械備品減価償却費１６０９万３５３９円で、

こちらも前年度に比べまして７３万２６８８円

増加しております。同様に２２年度にデジタル

透視撮影システムを購入したことによる減価償

却費の増となっております。 

 次の目５・資産減耗費ですが、これは節１の

棚卸しに伴います薬品、診療材料の資産減耗費

及び節２の固定資産除却費でございます。２３

万９５３９円で、前年度に比べまして４５６万

４３４８円減少しております。減少した理由と

いたしましても、２２年度に全身用ＣＴ、連続

投影装置などの買いかえによる除却があったも

のに比べまして、２３年度は前年度ほど高額な

機械の購入を行っていないことによるもので

す。 

 次に目の６・研究研修費ですが、１４３万７

４１１円で、前年度に比べますと６万５９３５

円の増加となっております。 

 続きまして、３３ページでございます。 

 項２・医療外費用につきましては、２４万１

１１５円で、前年度と比べまして３万２５４円

の減少となっております。 

 次に項の３・特別損失は６万３０６０円で、

前年度に比べまして１６５万８７８６円の減少

となっております。減少の主な理由は不納欠損

処理が減少したことによるものです。 

 合計しました事業費の総額ですけども、恐れ

入りますが２５ページに戻っていただきますよ

うお願いします。２５ページの一番下の計の欄

ですけども、７億２９３９万６３３４円で、前

年度に比べますと５７９５万７２７１円の増加

となっております。したがって、事業収入の総

額は２４ページの同じく計の欄、一番下の欄で

すけども、６億８５１１万７５円から事業費総

額の７億２９３９万６３３４円を差し引きまし

て、決算額４４２８万６２５９円の赤字となっ

たところでございます。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 ４の会計、（１）企業債及び一時借入金の概

要について御説明いたします。 



 

－37－ 

 まず、（イ）の企業債ですが、前年度末の残

高が４３７０万６２１円、本年度の借入が４５

０万円ちょうど、本年度償還高が１２８７万５

９８０円で、本年度末の残高ですけども、差引

３８９２万４６４１円となっております。ロの

一時借入金につきましては、借り入れを行って

いない状況でございます。 

 ２７ページ以降につきましては、附属明細書

でございますので、説明を省略させていただき

ます。 

 以上、簡単でございますけども、説明を終わ

らせていただきます。御審議方よろしくお願い

いたします。 

○委員長（百田 隆君） 説明終わりましたけ

ど、何か質疑ございませんか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川副委員

長。 

○委員（前川祥子君） はい。薬品費なんです

けども、薬品っていうのは新薬はもちろん使え

るでしょうけど、ジェネリックも使われている

んでしょうか。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中市立病院

事務局次長。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） はい。ジェネリックのほうも一部ではご

ざいますけども導入のほうを行っております。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川副委員

長。 

○委員（前川祥子君） はい。うちの市立病院

とほかの総合病院とか労災と比べたらですよ、

どうしても入院患者にしても外部から来られる

患者さんにしても少ないからですね。そういっ

た意味で、薬品取り扱い量っていうのはすごい

少ないと思うんですよね。だからそういうこと

で、大きな病院に対してと小さな病院に対して

の薬品に対する価格の違いっていうのはやっぱ

あるんでしょうか。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中病院事務

局次長。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） 実際、うちの病院のほうも入札で一応行

ってはおりますけども、確かにやっぱり取り扱

い量の差がありまして、その辺のやっぱり大き

な病院との差はあると思います――あると聞い

ております。 

○委員（前川祥子君） はい、いいです、わか

りました。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありません

か。 

○委員（田中 茂君） 委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中委員。 

○委員（田中 茂君） はい。今、関連してな

んですが、患者さんのほうからですね、特に国

保なんかでジェネリックのですね、お願いをす

るということにしておりますけど、そこいらは

どうでしょうか。患者さんのほうからの相談は

ありますでしょうか。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中市立病院

事務局次長。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） 私もまだちょっと経験が浅うございます

ので、はっきりしたお答えができないんですけ

ど、余り患者さんのほうからですね、ジェネリ

ックのほうを使ってくれというような要望とか

は、今までは受けたことがないと思います。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） ３ページのですね、収

益、収入の中から収入のほうで医業収益５億５

４５１万２４４８円、それと支出のほうで医業

費用が７億２９０９万２１５９円となっており



 

－38－ 

ます。支出のほうの医業費用のほうが多いわけ

でありますが、主な原因は何、主な要因といい

ますか。医業費用の多かった……。（｢さっき

退職金て言うたろうが」「うん、退職金たい」

「いろいろ中に入っとっとたい」と呼ぶ者あ

り） 

○委員長（百田 隆君） はい、田中市立病院

事務局次長。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） はい。まず支出のほうで医業費用の多か

ったのがですね、まず職員の退職金が２人、

（発言する者あり）職員が２名、はい、５００

０万近くがございます。それと、結核病棟に対

します、不採算医療に対する一般会計からの繰

入金。こちらのほうが当然、収入のほうで医業

収入がふえた関係で連動して繰入金のほうもふ

えるような計算の仕組みになっておりますの

で。主な原因としましては、その２点が大きい

ものだということです。 

○委員長（百田 隆君） よろしいですか。 

○委員（古嶋津義君） はい、ちょっと待って

ね。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） 職員の給与費が大体５８５５万ほど伸び

ております。ドクターのほうが９月に採用を１

人しましたので、半年分で約８０００万円、そ

れと職員２名の退職金が４５００万ぐらいとい

うことで、主な伸びた原因が給与費ということ

です。 

 収入のほうでも５４００万円ほど伸びている

んですけども、こちらのほうは、先ほどやっぱ

りドクターの採用ということの影響もございま

して、入院患者のほうで約１４００人ほど入院

患者がふえておりますので、そちらで大体２６

００万ほど。それと入院患者さんの単価です

ね、が少し伸びましたんで、そちらで２７００

万ほど伸びた関係で、大体５４００万ほど収入

のほうも伸びております。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 今、病院事業の決算で

は、４４００万程度純損失が出ていますですた

いね。合計すれば４億何千万の欠損金が出てい

るわけですが、この辺の改善としては、この前

も一般質問が大分あってますが、この辺の改善

としては、事務サイドとしてはどういうことを

お考えになっておりますか。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中市立病院

事務局次長。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） はい。これは一般質問のほうでも質問の

ほうがあってございましたけども、やはり収益

のほうを伸ばしていかないとですね、収入のほ

うをもうちょっと伸ばしていかないと。 

 ４４００万円の赤字の主な原因としまして

は、職員の退職金というのがあるんですけど

も、そちらのほうも考えましても、収入のほう

を伸ばしていかないとちょっといけないと思っ

てます。ですので、まずは医師の確保のほうを

ですね、いたしまして、収益のほうを伸ばして

いきたいと思います。 

 支出のほうの経費のほうでありますと、主な

ものが職員の給与と薬の材料費のほうがほとん

どを占める結果となってしまいますので、まず

人件費ですね。人件費のほうも、かなり削減の

ほうを行っていかなければならないんですけど

も、それに加えて、薬のですね、先ほどありま

したジェネリック等の導入も積極的に進めて、

薬品の単価を抑えながら進めていきたいと考え

ております。（委員古嶋津義君「なかなか難し

かこったね。よかです」と呼ぶ） 

○委員長（百田 隆君） ほかにありません

か。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川副委員
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長。 

○委員（前川祥子君） 看護師ですけど、２２

名いらっしゃいますね、これが余り変動がない

んですよね。で、これはやっぱり今、足りてる

のか、それとも、ぎりぎりなのか足りないの

か。今後、退職される方も出てくるんじゃない

かと思いますけど、今の市立病院の経営からい

ったら、どうなんでしょう。今後も入れていか

なければいけないというふうに考えてらっしゃ

るのかってとこですけど。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中市立病院

事務局次長。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） はい。看護師につきましては、今ぎりぎ

りの状況でございます。産休等で休まれる看護

師さん等もいらっしゃいますので、そちらに対

しては今、非常勤職員のほうで対応をしており

ます。２６年度と２８年度に退職される看護師

さんのほうも予定しておりますので、そちらに

対しましては新規採用の職員のほうで補充を行

っていきたいと考えております。（委員前川祥

子君「はい、わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（山本幸廣君） 関連で、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 今の関連で、気がかり

になるのは、看護師さんの平均の年齢どれぐら

いね。これは費用の抑制の中でね、事業関連の

中でも、やっぱり人件費が一番ウエート高くな

ってくるんですけども。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中市立病院

事務局次長。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） ちょっと正確な数字は持っておりません

けども、大体４３歳か４４歳ぐらいが今平均だ

と思ってます。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） そこらあたりだと思う

んですよね。若返れば人件費は抑制されるし、

どうしても高齢化が進んでいけば、これはもう

人件費がどんどん伸んでいくわけですよね。そ

こらのバランスの中で、高齢化の人っていうの

はやっぱし頭脳的なプレーなり技術なり、たく

さん持っておられる看護師さんが多いと思うん

ですよね。そういう状況の中で、産休の中でも

やはりパートの方々等々を採用されておるんで

すけども、そこらあたりのバランスだと思うん

ですよね。医師は少なくなったわ、職員数はほ

とんど変わらないわですね。ここらあたりにつ

いての、やっぱし先の見通しというのは、ある

程度これは事務長ですね、考えて、単年度の決

算状況じゃなくしてから、やっぱし長期的な展

望の中でもですね、やっぱしある程度、この委

員会等にも報告をですね、その都度、単年度単

年度決算のときに報告じゃなくしてですね。 

 ある程度、予算計上するときには、予算執行

のときには、ある程度わかるんですよね。そう

いうのも含めて予算執行し、前年度の対比と数

字を合わせるだけじゃなくしてですね、そうい

うのも改善をしていかなければですね、いつま

でたっても累積がどんどんどんどんふえていく

わ。じゃあどうするかっていうことで、一般質

問等で出ましたですね、市長の英断という言葉

も出ましたけども、やっぱし公立病院について

はですね、国としては、どうしても公立病院は

きちっとした制度の中で守っていかないかぬと

いうのが国の姿勢なんですよね。 

 そういう中でもやっぱし、先ほど来、ジェネ

リックの話出ましたけども、ある程度やっぱし

これはもう活用していかなければ、なかなか外

来、入院というのをですね、どうやってふやし

ていくのかという状況の中で、いろんなやり方

があると思うんですね。一般病床でもはっきり

言って、５年間平均見たら利用率高いでしょ

う。結核もふえてるんじゃないですか、利用率
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というのはですね。そういうのを考えたら、何

が原因なのかということなんですね。だから、

費用を抑制するためのそういう抑制、事業管理

の中でどういう、いろんな費用等についてもで

すね、検討していく、これは事務方が一番大事

と思うんですよね。 

 院長先生には、この研修費なんて８０何万ぐ

らい計上されて、そしてまた交際費が２０万の

が３万幾らしか使ってないとかですね。そうい

うのを含めながら、これは院長の姿勢、そして

また医師の先生方もですね、職員と一体となっ

て、こういう１つの損益の中で、今うちの病院

は経営してるんですよっていうことが、常にや

っぱりこの数字は見せておかなければ、知って

もらわなきゃいけないと思うんですね。だか

ら、費用は抑制をしている。 

 収入についてはどういう収入を、じゃあ、外

来をどうやってふやすのか、入院患者をどうや

って、ベッド数を利用率を高くしていくのかと

いうこと。このきょうの決算の説明の中でです

ね、ふと感じたものですから。 

 監査指摘の中でも経営健全っていうのは、も

うはっきり言って指摘のとおりですからね。資

金不足も一緒なんですけど。私たちが資料等を

見る中では、じゃあ入院と外来をどうやってふ

やしていくかということ。どうしても、私たち

が見る中では、やっぱし費用をどれだけ抑制し

ていくのかということしか、私たちは指摘をす

ることしかできないんですね。あとは事務方の

ほうがやっぱし今、院長あたりがしっかりと職

員教育をしながらですね、取り組んでいただけ

れば。単年度、さっき言った４４００万ぐらい

というのはですね、これはもう退職金が主であ

りますからですね、そういうの含めると、やっ

ぱり引当等についてもしっかりした計画を立て

てですね、説明していただいとればと思います

からですね、どうですか。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中市立病院

事務局次長。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） おっしゃるとおりだと思います。今後、

医師のほうが減少していきますので、２３年度

の一般病床の利用率でいきますと、ベッドの利

用率が大体８０％。この８０％を新年度、３

名、医師の確保は当然努力をしておりますけど

も、３名になった時点でも、その８０％をキー

プしていければ、今の看護師さん、今度は経費

の面で、看護師さんのほうは今の人数を保つこ

とができますけども。 

 逆に、医師３名のところで、病床利用率、ベ

ッドの利用回転数が、利用率が下がってきます

と、当然、看護師さんの今度は人数のほうが今

度は経費のほうでダブついてまいります。そち

らのほう、やっぱりうまくバランスをとりなが

らですね、今後、収支のほうをとっていかなけ

ればならないというふうに考えております。 

 当然、来年から地方公営企業法の制度のほう

が一部改正になりますので、退職引当金のほう

も積むような形に義務化がされますのでです

ね、そちらのほうも考慮しながら収支の均衡を

ですね、図っていきたいと考えております。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 利用率を８０％台に乗

せないかぬっていうのは、私はやっぱし、――

もうどこも社会福祉法人だって１００％、２０

０％ぐらいの社会福祉法人なんかですね。 

 だから、そこらあたりのデータをですね、八

代市民の方々が、どういう病気で、どういう一

つの患者さんが多いのかということですね。こ

こらあたりもやっぱしきちっとして、医者の確

保をですね、しなければ。 

 外科が一番いいのか、外科が一番多いのか

と、八代市内全体で、八代近郊、この県南の中

でですね。そして、外科なら外科で、じゃあ外

科は何名とかですね、内科については、こうい
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う病気やけん内科の専門医の方々を探す。これ

はやっぱ努力をしてもらわぬとしゃがですね。

そら内科だけん、どぎゃん人でもよかばいって

こっちゃいかぬですもんね。内科でも、どうい

う今の病気が多いのか。どういう病気を持って

おられるのか、どういう内科の中でですね、患

者数が多いのかというのをですね。やっぱりこ

れは、そこらあたりは院長を初め先生方にです

ね、しっかり御相談しながら。データというの

は事務局の中でですね、データを、看護師が一

番知ってますからね。市内全体、それからこの

城南地域を含めてですよ。そこの中で医師の確

保をしていかなければ。外科でもいろんな外科

がおりますからね。脳から、はっきり言ってか

ら、足の下までの外科が担当するわけですか

ら、専門はですね。 

 すばらしい専門の先生を一人か二人ぐらいで

すね、確保しなければですね、（｢給料が安か

って」と呼ぶ者あり）今の人もすばらしいと思

うんですけども、それ以上にすばらしい人をで

すね、やっぱ確保してもらいたいと思います

ね。そうしたならですね、一人でも二人でもい

いんですよ、市立病院はよか先生がおらすっ

て、物すごく上手って、丁寧でって、もうその

口ききがですね、ずっと伝わっていくわけです

から。そういうふうに思いますね、はい。どう

ですか、医師の確保は。自信ありますか。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中市立病院

事務局次長。（｢次長」と呼ぶ者あり） 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） 医師の確保については、院長先生の出身

母体である熊大の医学部のほうもあるんですけ

ども、今年度、今二度ほどお願いに参りました

けど、いまだにまだ、よい返事のほうはいただ

いていない状況です。当面、この先も非常に厳

しいんじゃないかと事務局のほうでも考えてお

ります。 

 そのほかにも、今いらっしゃる先生たちの知

り合いの紹介だとか、また電子媒体等で募集の

ほうは常に行っている状況ではございますけど

も、やっぱり正直申し上げますと、もう非常に

厳しい状況ではございます。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長、よろし

いですか。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） これはもう事務長、お

願いなんですけど、私がですね、把握する中な

んですけども、院長も熊大なんですけど、熊大

でもやっぱり教授会がありましてね、その教授

会の中で、教授会の生徒というのを人吉の総合

にやろうか、八代の総合にやろうか、労災にや

るか、市立病院やるかということでですね、教

授会の中で、やっぱ選択をしていくんですよ

ね。 

 ですから、うちの院長先生がどこの教授会の

中でですね、所属されておられるのかわかりま

せんけども。私はやっぱし一番思うのは、これ

はもう首長もですね、やっぱし知事に向かって

発信をし、国に向かって、熊大はもうそういう

状況ですから、国はちょうど民主党政権ですか

ら、うちの市長にもですね、やっぱりこれはも

うしっかり事務長あたりが、院長もですね、市

長にお願いして、国そしてまた熊大のほう、県

は県知事に向かって、やっぱし医師の確保にで

すね、全力を投球しなければ、私は市立病院に

医師が来るかなと心配ですよ、はっきりな話

が。だけん、やっぱり市長にもですね、一生懸

命頑張っていただくように強く要望しておきま

すから、委員会の御報告をしていただければな

と思います。（｢はい、わかりました」と呼ぶ

者あり） 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 平成２１年度からずっ

と黒字化を目標にやってこられましたが、残念
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ながら目標に達していないということでありま

す。 

 県内のですね、公立、自治体病院を見てみま

すとですね、うちのベッド数から言うなら、ま

さに中途半端といいますかね。こういうところ

に、今、山本委員から話がありましたが、いい

先生はまず給料が高くないと来ないというふう

に思っとります。 

 今、自治体病院で、県立のこころの医療セン

ターも、ここにおられた県の、来られた向井さ

んが今、こころの医療センターにおられてです

ね、これも２５年か２６年か、地方公営企業法

の全部適用になりますので、多分、民間委託も

視野に入れながら今改革を進められているとい

うふうに思っております。やっぱりうちから持

ち出し持ち出しだけでなくてですね、これはあ

くまでも特別会計だいけん、その辺のところは

ひとつ、後で市立病院のあり方検討会等々出て

くると思いますが、決算ですので、精いっぱい

ひとつ黒字化を図るようにですね、努力をして

いただきたいと思います。（｢よし、委員長、

議事整理」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） 次、ほかにあります

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） 以上で質疑を終了し

ます。意見がありましたらお願いします。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） はい。意見として申し

上げときます。 

 今の市立病院のあり方、状況では、まずまず

いと思いますのでですね、次なるステップのた

めに慎重にひとつ議論を重ねて、どういう市立

病院のあり方がいいのか、ぜひ検討されるよう

にお願いをしておきます。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかにありま

すか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） なければ採決をいた

します。 

 議案第８６号・平成２３年度八代市病院事業

会計決算について、認定するに賛成の方の挙手

を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（百田 隆君） 挙手全員と認め、本

案は認定することにいたしました。 

 次に、本委員会に付託となっております請願

……ちょっと小会します。 

（午後１時５３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時５４分 本会） 

○委員長（百田 隆君） じゃあ、本会に戻し

ます。 

 次に、本委員会に付託となっております請願

・陳情はありませんが、郵送にて届いておりま

す要望書について、写しをお手元に配付いたし

ておりますので、御一読いただければと存じま

す。 

 以上で、付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 

○委員長（百田 隆君） お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎所管事務調査 

・病院・水道事業に関する諸問題の調査 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査 

○委員長（百田 隆君） 次に、当委員会の所

管事務調査２件を一括議題とし、調査を進めま

す。 

 当委員会の所管事務調査は、産業・経済の振
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興に関する諸問題の調査、病院・水道事業に関

する諸問題の調査、以上の２件です。このう

ち、まず病院・水道事業に関する諸問題の調査

に関連して１件、産業・経済の振興に関する諸

問題の調査に関連して２件、執行部から発言の

申し出があっておりますので、これを許しま

す。 

                              

・病院・水道事業に関する諸問題の調査（市立

病院あり方プランについて） 

○委員長（百田 隆君） それではまず、市立

病院あり方プランについてお願いします。 

 はい、田中市立病院事務局次長。 

○市立病院事務局次長兼業務係長（田中智樹

君） はい。それでは市立病院のほうから、市

立病院のあり方プランについて御報告のほうを

させていただきます。また座って、させていた

だきます。 

 それでは、市立病院あり方プランについて御

説明させていただきます。 

 八代地域の医療圏において、市立病院の果た

す役割について分析し、本市における医療機関

の今後のあり方を検討するため、昨年の１１月

から学識経験者や医療関係者、地域住民など９

名の委員さんで構成します市立病院あり方検討

会を開催いたしました。 

 検討会では当時の市医師会会長の宮村先生を

委員長に、４回にわたって協議を重ねられ、今

年の４月１１日、福島市長に対しまして、市立

病院の目指す診療機能や経営基盤の安定、地域

との連携などについてまとめた提言書をいただ

いたところです。この提言を受けまして、市で

は早急に市としての病院事業に対する総合的な

改革に取り組むため、５月から関係各課や部よ

り委員を選出し、市立病院あり方プラン検討委

員会を立ち上げ、提言の内容を尊重しながらプ

ランの策定を始めております。 

 委員会では、プランの素案を検討する起案委

員会と、起案委員会で作成された素案を総合的

に検討する策定委員会で構成しまして、提言書

の内容及び直近の医療環境の変化を含めた多角

的な検討を行ってまいりました。策定しました

あり方プランは、お手元にお配りしております

とおりですけども、これより、その中身につい

て御説明のほうを申し上げたいと思いますけど

も、時間の都合もありますので、同時にお配り

しております八代市立病院あり方プラン（概

要）という、このＡ３の１枚物のペーパーなん

ですけど、こちらを使いまして説明を行いたい

と思います。 

 まず、左側のほうから、市立病院の現状でご

ざいますけども、現在、市立病院が抱えており

ます課題として、次の４点挙げさせていただい

ております。既に先日の一般質問においても病

院長よりお答えしてる点もございますので、簡

単に説明のほうは行いたいと思います。 

 まず１点目は、医業収益の減少でございます

が、平成１３年度に７億１０００万円の収入が

ございましたけども、２３年度は先ほど決算の

御認定をいただきました５億５５００万円とな

り、１０年間で１億５０００万以上の減収とな

っています。 

 ２点目ですけども、医師の確保でございま

す。本年度、平成２４年度当初は６名で診療を

行っていましたが、７月に内科医が退職しまし

たので、現在５名の医師で診療を行っておりま

す。来年３月末にはさらに２名の内科医が定年

退職を迎えますので、早急な医師確保が必要に

なっております。 

 ３点目は、施設の老朽化でございます。数年

来、入院室の内装改修や浴室等の小規模な改修

を行っておりますけども、築４３年が経過して

いることから、大規模な改修や耐震化に向けた

対策が求められています。 

 ４点目は、結核患者の受け入れでございま

す。本病院は県南唯一の結核患者の治療機関と
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して指定されておりますけども、現在３０ある

ベッドの利用率は、２３年度は全体の１５.９

％にとどまっております。不採算医療として市

より、一般会計より１億２４００万円を繰り入

れておりますけども、利用者が少ない中、病床

数の見直しについても検討が必要な時期に来て

いると言えます。 

 簡単ですけども、一番左側の市立病院の現状

が以上でございます。 

 次に、表の真ん中の欄ですけども、あり方検

討会からの提言内容でございますけども、提言

の内容については、６月の経済企業委員会にお

いても既に事務長のほうから御説明をいたして

おりますので、ここでも概略のみを説明させて

いただきます。 

 １番目の市立病院が目指す診療機能としまし

ては、宮地地域に医療機関がなく、外来機能は

ぜひ必要であるということと、今後は内科、外

科を問わず総合的に診る総合診療を推進すべき

だということです。 

 また、入院機能ですけども、急性期を過ぎた

患者様や介護福祉施設からの受け入れを行い、

同時に回復期医療としてリハビリ機能が必要で

あるということが述べられております。結核患

者の受け入れについては、病床数の見直しが必

要でありますが、熊本県の保健医療計画にも位

置づけられているので、慎重に対応をお願いし

たいということです。 

 ２番目の経営基盤の安定ですけども、安心で

信頼できる医療確保のため、患者の個人情報や

プライバシー保護に努めると同時に、医療の質

を保ちながら経営改善に向けた努力をすること

とし、具体的には平成２５年度に経営形態を地

方公営企業法の全部適応へ移行し、的確な人材

配置を行い、平成２９年度までに黒字化を目指

すということです。 

 ３番目は、施設改修であります。現状の施設

で、先ほど同様、平成２９年度までに経営上黒

字化を行いまして、その上で、施設の改修を行

うこと。もし黒字化ができない場合は、公設民

営とか売却、さらには廃院も覚悟しながら取り

組むということです。 

 ４点目は、地域との連携です。市立病院が地

域の皆さんに愛され、利用され続けていくため

には、積極的に地域との交流を図るということ

です。 

 以上が、あり方検討会からの提言書の内容の

概略でございます。 

 それでは、表右側の提言に対する市の検討プ

ラン、いわゆるあり方プランでございますけど

も、こちらについて御説明申し上げます。 

 これまでお話ししました病院の現状、あり方

検討会による外部の委員の方々からの提言に対

しまして、提言書の各項目と提言書提出後の医

師数の減少や診療報酬制度の改定など、医療環

境の変化を含め、多角的な検討を行ってまいり

ました。 

 初めに、１番目の市立病院の必要性ですけど

も、これまで以上に病院相互間や診療所、介護

施設との連携を強化することが重要であると

し、また、一般病院では対応困難な結核患者に

対する標準的な治療や、最近では新型インフル

エンザの入院医療機関としても指定されており

ます。このように、地域で期待される公的病院

としての役割を着実に果たしていくことで、市

民に満足いただける医療サービスの向上につな

がり、ひいては八代圏域に大きく貢献すること

となります。 

 ２番目の診療機能の充実なんですけども、ま

ず、外来機能については、１日の平均患者数が

平成１８年度の４９名に対し、２３年度には３

５名まで落ち込んでおります。年々減少してお

り、今後はさらに医師の減少により外来者の人

数減少の傾向が加速するのではないかと危惧し

ているところです。 

 そこで本検討プランでは、どのような専門医
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を受診すればよいかわからない患者様に対し

て、本院医師が窓口となり相談を受け、病状に

応じた専門医や総合病院を紹介していく体制を

推進していくことや、外来に限らず、入院患者

に対しても内科、外科を問わず、患者様を診て

いく総合診療の体制をとることが必要であると

しています。 

 次に、入院機能ですが、これは提言書にもあ

りましたように、急性期医療機関や介護福祉施

設などと連携し、後方支援機能を強化するとと

もに、今後は長期的視野に立って、リハビリな

どの回復期医療の充実を図ることが、ひいては

経営の黒字化につながるとしております。 

 次に、結核患者の受け入れでございますけど

も、当面する課題としましては、提言書にあり

ますとおり、ここ数年、１日１０名以下の入院

数となっているため、病床数の見直しが必要で

あると指摘されております。このことにつきま

しては、結核病床を減らして一般病床への転床

は医療圏における基準病床数の関係から不可能

であるため、現在の許可病床数を維持しながら

患者数の実態に応じて、一部を休床扱いするこ

ととします。 

 ただし、近年流行しております新型インフル

エンザの受け入れ機関としても指定されている

ために、病床数の見直しについては慎重に検討

していく必要があります。 

 次に、３番目の経営基盤の安定についてでご

ざいますが、今回の検討プランを作成するに当

たりまして、病院の今後の方向性として９つの

パターンを想定し、シミュレーションを行いま

した。 

 恐れ入りますけども、別紙のシミュレーショ

ンのパターンをごらんください。 

 病院を今後どういった形で続けていくのか、

あるいは診療所のような形で規模を縮小するの

か、または廃止するのかという形で９つのパタ

ーンを想定し、シミュレーションを行いまし

た。その結果、資料のブルーで色をつけている

パターン、つまり、このまま継続していくため

には経営の黒字化が条件であり、そのためには

医師の確保が必要となり、結果、常勤または非

常勤でも医師４名の体制を確保して、現行の病

床利用率８０％を維持することを前提に、人件

費の抑制などを行いながら経営改善をし、あわ

せて今年度の診療報酬制度の改定に伴う平均在

院日数の６０日以下を目指すというパターンが

現時点で最善の選択とし、職員一丸となって目

標達成に努力しなければならないとしました。 

 ただ、評価・コメントにもお示ししていると

おり、現実として、この平均在院日数６０日を

クリアするということは非常に困難な状況でご

ざいます。先ほど申しました、ほかの医療機関

や介護施設とさらに連携を密にして、平均在院

日数の短縮へ取り組みを進めていくこととしま

す。 

 収支の取り組みによる今後の収益状況につき

ましては、資料の２枚目にそれぞれのパターン

を示したグラフを掲載しております。 

 今回、本院が目指しておりますパターンのほ

うが、左上のパターン①「Ａ－１」というこの

パターンでございます。こちらのほうがパター

ンになっております。その次がパターン②、パ

ターン③というふうに番号を振らせていただい

て、収支のシミュレーションのほうを行ってお

ります。 

 続きまして、４番目の地方公営企業法の全部

適用についてでございますけども、資料のほ

う、またもとに戻ります。申しわけございませ

ん。 

 地方公営企業法の全部適用についてでござい

ますけども、市立病院が現在の経営形態として

おります財務のみを適用した地方公営企業法の

一部適用から、全ての権限を市長部局から移譲

する全部適用へ移行することについては、職員

の迅速な採用や病院経営に関する権限など、経
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営改善につながる効果が期待されます。特に、

医療制度や診療報酬体系の大きな転換期となる

本年度以降は病院の課題解決の条件の１つとも

なっております。 

 市立病院においても、あり方検討会から提言

がありましたとおり、平成２５年度から地方公

営企業法の全部適用への移行を予定しておりま

したけども、先ほど申し上げました内科医師の

１名が４月末をもって早期退職したことや、本

年４月の診療報酬改定で長期入院患者にかかる

診療報酬の大幅減額算定により病院収支の悪化

が見込まれるため、提言書にあります平成２５

年度からの全部適用は一旦見送り、今後も経営

形態の改善に向け、継続して検討していくこと

となりました。 

 あわせまして、事務長などの管理職職員の配

置についても、地方公営企業法の全部適用時

に、専門的知識を有する職員の採用を行うこと

としております。 

 ５番目の地域住民との関わりでございます

が、あり方検討会の委員からも、旧宮地村立宮

地病院として開設した経緯、現在でも校区内に

ほかの病院がないということなどから、医療機

関の存続が必要との意見も出されておりますた

め、病院が地域や市民に愛されコミュニケーシ

ョンを図っていく上で、出前講座のような健康

講演会や相談会などを開催したり、病院独自の

ホームページを開設し、診療方針や目指す機能

などを病院の顔として積極的にＰＲすることと

しております。既にホームページにつきまして

は、９月１日より公開をしております。 

 ６番目の施設改修についてですが、昭和４４

年の改築後、４３年が経過し、施設及び設備の

老朽化が目立っております。設備の改修も同時

に課題となっております。今後は経営シミュレ

ーションをもとに、現状の施設で経営改善を進

め、黒字化を図るとともに、来年度には耐震二

次診断を実施し、診断結果が出た時点で、その

時点での経営体制に応じた施設の改修または改

築を検討することとしました。 

 以上が、提言に対しましての市としての検討

プラン、すなわちあり方プランでございます。

簡単ですけども御報告とさせていただきます。

よろしくお願いします。 

○委員長（百田 隆君） それでは、説明が終

わりました。何か質疑ございますか。（｢な

し」と呼ぶ者あり） 

 じゃあ、このあり方プランについてのそれぞ

れの委員さんが思いを持っておられると思いま

すので、一人ずつ思いっつうのを言ってもらえ

ぬでしょうか。 

○委員（山本幸廣君） よろしいですか、委員

長。はい。 

○委員長（百田 隆君） 山本委員、はい。 

○委員（山本幸廣君） 今、次長から説明があ

った中でですね、あり方プラン、検討プランの

６番目の施設改修につきまで、６番まで、すば

らしいものがでけたということで、お褒めして

私の意見でといたします。（｢ありがとうござ

います」と呼ぶ者あり） 

 終わりです。 

○委員長（百田 隆君） 次、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 病院をどのような病院

にするかということにまずかかってくると思い

ます。医師の確保もですが、大きな病院では１

８日から１９日の入院期間ということで、その

後うちで、この提言書にあるように診療をして

いくのか、あるいは改築、改修をするならば、

黒字化が見込めるような計画でなければ到底無

理であろうと。そうでなければ、これ書いてあ

るように民営化するとか廃院もするとか、その

辺も、もう常に検討のところに入っていると思

います。少し厳しい意見でありますが、それぐ

らいしないとですね。もう各、公立じゃない私

立の病院はですね、名医と言われる先生方がた

くさんいらっしゃいましてですね、そちらのほ
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うに患者様は移行をされている状況です。厳し

いですが、そのようにひとつしっかりと受けと

めていただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） 太田委員。 

○委員（太田広則君） はい。提言に対する市

の検討プラン、あり方プランの中の診療機能の

充実ですね。で、ここにちょっと出てますが、

入院機能のところに、今後は長期的視野に立っ

てリハビリなどの回復期医療の充実。この回復

期医療の充実、ここが一番八代市本市にも弱い

ところだと思うんですね。これは何回も経済企

業委員会でもリバビリに特化したらどうかと、

もうこの高齢化社会を迎える中にあって、いろ

んなところでリハビリ機能の充実は必要だと。

温水プールがあったらいいよねとか、歩いてリ

ハビリで温水プールの中をゆっくり高齢者が負

担かけずに歩けるようなプールが欲しいよねと

かっていうのは、もういっぱい市民の皆さんか

らも寄せられてます。これは長期的って言わず

にですね、もう短期的な視野に立って、回復期

医療にもっと積極的にですね、邁進していった

ら、私は時代は外れてないんじゃないかなとい

う気がしてならないんですが。ぜひそっちに頑

張っていただきたいなというふうに思います。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。このプランを

ですね、これだけ立てられたということについ

ては一定の評価をしたいというふうに思うんで

すけれども、いかんせん、例えば、地方公営企

業法への移行をいつ検討するのかっていう年度

もないですし、建てかえについても、いつの時

点で判断をするのかというふうな期間をです

ね、区切ったものがないというところについて

は気になるところです。 

 それで、どこかというのは忘れたんですが、

以前やっぱりここで視察に行ったときに、総務

のですね、総務の中に位置づけられていたとい

うところがあって、そうであれば、やはりこの

市の検討プランのですね、進捗状況がどうなの

かということについて、きちんと行政内の政策

会議なりでですね、やっぱり情報を共有化して

いき、どの時点で判断するのかということも含

めてですね、やっぱり責任を持ってやっていっ

ていただきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） はい、村上委員。 

○委員（村上光則君） はい。私は説明をされ

たとおりだと思います。頑張ってください。 

○委員長（百田 隆君） はい、田中委員。 

○委員（田中 茂君） はい。私もですね、

今、あり方プランからですね、提言に対する市

の検討プラン、これもよく検討されていると思

います。ここ一、二年がやっぱ勝負だと思いま

すね、２５、２６ぐらいがですね。そういうこ

とで、きっちり基礎を固められてですね、そし

て先ほど幸村委員の意見にもありましたが、や

っぱり市立病院の何といいますか、位置づけが

小さいっていいますか、病床とかいろんなです

ね、八代市の病院に対する位置づけもそうだと

思いますが、そういうことから、なかなかこ

う、市役所全体として取り組もうっていうのが

ですね、よく私たちに映らない、目には映らな

いわけですね。そういうことからしまして、確

かに公立病院のあり方っていうのをですね、ど

うしても公立病院でなくてはいけないっていう

のも位置づけはあるわけですね。 

 ということからしますと、しっかり２５、２

６で頑張ってもらって、そして今は確かに今後

の改築とか何かもいろいろ検討にあると思いま

すけれども、現状だけに固執しないでですね。

仮に改築の場合は移転も含めながらですね。 

 そしてやっぱり金の問題があとは出てくると

思います。２５、２６で頑張ってもらって、仮

に改築となった場合はですね。そうしますと、

一応合併特例債の質問もいたしましたが、これ
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も３２年までなんですね。そうしますと、期間

がありそうで、ないんですよね。これも３２年

までの間に、二十八、九年ぐらいまで環境セン

ターが金をかなり注ぎますもんですから、２９

年、３０年、３１、３２、ここいらで本庁舎の

改築問題が出てきますとですね、じゃあそれと

どう市立病院の抱き合わせをするかっちゅうの

もですね、大きな問題になってくると思いま

す。 

 そういうことからしてですね、やっぱり２

５、２６でしっかり頑張っていただくというこ

とでですね。もちろん病院の担当の皆さんは頑

張っておられますけど、市を挙げてですね、取

り組むっちゅうことでしながらですね、乗り切

っていく必要があるだろうと思ってます。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） はい。前川副委員

長。 

○委員（前川祥子君） はい。私、一般質問さ

せていただきましたので、今回、非常に中身が

わかってですね、勉強になったんですけど、や

っぱり企業である限り、最終目標は黒字化なん

ですよね。で、黒字にするためにはって、いろ

いろここにプランがまとめられて出されてます

けど、プランはプランであってですね、結果的

にこれができるかどうかが問題だっていうふう

に思うんですよ。 

 今、田中委員がおっしゃったように、ここ

一、二年がやっぱり一番踏ん張りどころじゃな

いかと。ここでやっぱり、先ほど古嶋委員もお

っしゃいましたように廃院になるのかもしれな

いし、もしかしたら黒字になって継続できるか

もしれないという可能性もなきにしもあらずと

いう。 

 ただ、耐震化の診断がされてないですよね。

この診断された場合に改修か改築かってとき

に、改修は、まず今の状況だったらば、ちょっ

と入院患者もいて、毎日のように来院患者もい

らっしゃるってことであれば、改修はなかなか

難しいんじゃないかと。それから、より狭くな

るので、あの狭い病院がより狭くなる病院に、

今後外来がふえるか、入院患者がふえるかって

いう、その点また問題化されてくると思うんで

すよね。で、おっしゃったように改築ってなる

と費用かかります。だから費用を――結果的に

決断するのは首長なんでしょうけど、費用を出

してまで、今の市立病院を存続させる意義が、

一体八代市に本当にあるのかどうかと。だか

ら、私がちょっと提案させていただきましたけ

ど、医療のプロにですね、診断をしてもらった

らどうかってのは、そこの点もあるんですよ

ね。 

 やはり、これだけ大きな病院や小さな病院、

たくさん八代市の中にありますから。宮地地域

に医療機関がないっていっても、この車社会だ

からですね、もう平野部であれば１５分ぐらい

なら、もうどこも行けるような状況なんですよ

ね。だから、これは問題視するような話じゃな

いと私は思ってます。 

 だから、この病院が幾つか、大きな病院、小

さな病院ある中で、宇城とか向こうのほうま

で、熊本市内まで考えてもいいと思うんですけ

ど、リハビリの患者を今の病院じゃなかなか、

リハビリの施設をつくることを、まず先に考え

ないと、リハビリ患者っていっても、なかなか

それも難しいと思うんですよね。だから、やっ

ぱり熊本市内までちょっと足を伸ばすようなこ

とまで考えて受け入れ態勢を考えたときに、八

代に本当に市立病院が現状として必要なのかっ

ていうところまで、私は考えていく必要がある

と、そう思っています。しかし、ここ一、二年

のプランを立てられましたから、まずもってこ

れが本当に実現できるように、事務局のほうの

サイド側はしっかりやっていただきたいと思い

ます。 

 以上です。 



 

－49－ 

○委員長（百田 隆君） はい。ただいま、７

名の委員からそれぞれ思いというのが出されま

したけれども、事務長あたり、今の話をです

ね、今後の話し合いの中で参考にしていただけ

ればと思っておりますんで、よろしくお願いし

ます。 

 ほかに何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） じゃあ、ないようで

したら、以上で市立病院あり方プランについて

は終了します。 

 小会します。 

（午後２時２０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時２３分 本会） 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（商

工関連施設の管理運営方針について） 

○委員長（百田 隆君） それじゃ、本会に戻

します。 

 次に、商工関連施設の管理運営方針について

をお願いします。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）商工

観光部次長の宮村でございます。座って説明さ

せていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

 お手元に、縦と横の資料を１枚ずつおあげし

てたかと思いますので、そちらをごらんいただ

きながらお聞きいただければ幸いでございま

す。じゃあ説明に入らせていただきます。 

 八代市がらっぱ広場、八代市勤労福祉会館、

八代市松中信彦スポーツミュージアムの３施設

が、今年度末で指定管理期間が満了となること

に伴い、今委員会で一定の方向性を見出す必要

があるため御提案するものでございます。今後

のスケジュールといたしましては、１１月に候

補者の決定、１２月に指定管理者の議決告示、

翌年度４月に協定の締結及び管理の実施となっ

ております。 

 まず、お手元にお配りさせていただいてます

資料の施設の概要につきまして説明させていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

 まず、八代市がらっぱ広場は、アーケード内

の本町一丁目にあり、平成２０年３月に設置

し、敷地は４５０.５７平米で、鉄骨のイベン

ト用テントを備えつけております。事業内容は

施設などの利用許可や料金徴収などとなってお

ります。 

 次に、八代市勤労福祉会館は西松江城町にあ

り、昭和５５年４月に開館。敷地は１０６６.

２３平米で、鉄筋コンクリート３階建て、１階

に和室、研修和室、２階に小会議室、中会議

室、研修室、３階に大会議室があり、事業内容

は貸し館事業となっております。 

 ３番目、八代市松中信彦スポーツミュージア

ムは、よかとこ物産館と同一敷地、上日置町に

あり、平成２１年１月に竣工し、敷地は３９６

８.８１平米、鉄骨構造２階建てで、エントラ

ンスホール、大展示室、ダグアウトシアターが

あり、事業内容は松中選手に関する品物及びス

ポーツ振興に寄与する物品の展示やスポーツに

関する情報提供、啓発活動などとなっておりま

す。 

 資料をめくっていただきまして、横の資料、

指定管理者の募集施設一覧をごらんください。 

 まず、八代市がらっぱ広場につきましては、

現在、平成２２年４月から２５年３月までの３

年間、非公募による八代まちづくり株式会社に

指定管理をお願いしているところでございま

す。御承知のとおり、平成２３年度末で八代市

中心市街地活性化基本計画の認定期間が終了し

たことにより、計画の推進役である中心市街地

活性化協議会の活動が休止され、その動きに伴
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い、八代まちづくり株式会社も役割、活動内容

を変更、縮小され、来年度以降の指定管理につ

いては辞退の意向を示しておられるところで

す。そのため、来年度以降の当該施設の指定管

理の募集方針といたしましては、今年度から中

心市街地活性化の推進母体となり、活性化事業

に取り組んでおられます、まちなか活性化協議

会に非公募で指定管理をお願いしたいと考えて

おります。指定管理期間は３年間を考えており

ます。 

 次に、勤労福祉会館につきましては、平成２

２年度に実施されました事業仕分けにおきまし

て、勤労青少年ホームと同様に廃止の評価を得

ております。勤労青少年ホームは、昨年度末で

閉館し、ホームの利用者の方々には、働く婦人

の家や勤労福祉会館において引き続き活動して

いただいてるところです。勤労福祉会館の利用

状況といたしましては、事業仕分け実施時の平

成２２年度の利用者が約８３００人で、昨年度

の利用者は約１万６０００人とほぼ倍増してお

ります。本年度も８月末で約６０００人であ

り、年間では昨年と同数程度の利用者が見込ま

れております。利用者の増の理由といたしまし

ては、国の求職者支援事業で雇用保険を受給で

きない求職者を対象に、就職のための訓練講座

が頻繁に開催されていること、勤労青少年ホー

ムの講座を働く婦人の家の会議室だけでは全て

の講座を賄えないため、勤労福祉会館で開催し

ていることなどがあります。このようなことか

ら、勤労福祉会館の指定管理の募集方針といた

しましては、閉館を見据えながらも、働く婦人

の家、勤労福祉会館を一体として考え、引き続

き１年間非公募で、一般財団法人八代弘済会に

指定管理をお願いすることとし、利用状況を見

たいと考えております。 

 次に、松中信彦スポーツミュージアムにつき

まして説明いたします。ミュージアムへの入館

者増及び入館料の増収を図るため、これまでさ

まざまなイベントを企画、開催しております。 

 主な取り組みといたしまして、平成２２年度

は夏休み特別展として、八代の野球史展やチャ

リティーバザー、福岡ソフトバンクホークスリ

ーグ優勝記念イベント、松中ミュージアム２周

年記念感謝祭などを開催しております。平成２

３年度は、ホークス公式戦観戦チケットのプレ

ゼント、野球体験教室、五家荘フェア、ホーク

スクライマックスイベント、松中選手似顔絵の

募集展示会、松中ミュージアム３周年記念感謝

祭、キャンプ視察の写真展などを行っておりま

す。そして今年度は、ゴールデンウイーク期間

に１６メートル的当て大会やホークス交流戦チ

ケットプレゼントの開催、今週のホークスファ

ンとして来館されたファンの写真とメッセージ

を紹介、また頑張っている八代市内の部活動の

応援企画として八代東高校ソフトボール部や八

代南・清流高校アーチェリー部の紹介、甲子園

特集として各高校野球部の紹介、父の日の抽選

会、７月２０日から９月２日まで松中選手３５

０号ホームラン記念展の開催、あわせて８月１

０から２６日まで陣内貴美子特別展を開催して

おります。 

 このようにＰＲに努め、イベントや特別展を

実施した結果、平成２２年度の入館者数は４６

９８人、入館料は８３万１３５０円であり、平

成２３年度の入館者数は５６５９人、入館料は

６７万６０７０円となっております。平成２４

年度の状況といたしましては、８月末現在で入

館者数は１８３５人、入館料は２８万７０１０

円でございます。 

 来年度の募集方針といたしまして、従来どお

り観光施設として位置づけますものの、本市が

目指しますスポーツによるまちづくりを視野に

入れ、松中信彦スポーツミュージアムをスポー

ツの振興及びスポーツの情報発信拠点として位

置づけ、松中選手に関する情報発信はもとよ

り、八代市と関係が深いアスリートや著名人の
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特別展あるいは小学校、中学校、高校などの全

国大会規模のスポーツ大会の出場成績結果の紹

介などを行ってまいりたいと考えております。 

 なお、ミュージアムの施設管理につきまして

は、できるだけ支出を抑えるため、同敷地内の

八代よかとこ物産館との一体的管理運営によ

り、館長兼務や職員との流動体制、共同広報宣

伝などを実施し、物産館との相乗効果を図るた

め、さらに１年間九州綜合サービス株式会社に

非公募で引き続きお願いしたいと考えておりま

す。 

 以上、来年度募集いたします指定管理者施設

の状況と募集方針についての説明を終わりま

す。よろしくお願いいたします。 

○委員長（百田 隆君） 以上の部分につい

て、何か御質問、御意見等はありませんか。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、よろしいです

か。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 今、次長から説明があ

った八代市のがらっぱ広場、どこんあっとか

い。説明してください。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村次長、ど

うぞ。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。八代

市役所のほうからアーケード街に向かって真っ

すぐ行きまして、アーケードの中に入りまして

左に折れて間もなくの右側でございます。 

○委員（山本幸廣君） はい。はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） わかっていて、わから

ないような気がしてならないんですけど、毎日

のように私は本町は歩いて散策をしながら、あ

そこに行ったらいっつも閉まっとる。なぜ閉ま

っとるのかっていうことで、ある商店街の方々

とですね、お話をしましたと、その方々言われ

ました。もう閉まってばっかおるけんでから、

はっきり言ってあれはどげんなっとだろうかと

いうことで、前議長さん一応聞いてもらえんど

かということで、そういう依頼がありましたか

らですね、お聞きしたんで、その場所に行って

みたところが、やっぱそのとおり閉まっており

ました。そこで聞きたいのは、まちづくり株式

会社は潰れたのか、それとも生きてるのか。そ

れで、先ほど来の説明の中では、何か縮小され

るっていうことで聞いたんですけども、そこら

へん説明してください。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。先ほ

どもお話いたしましたように、中心市街地活性

化基本計画を推進するに当たりましては、ハー

ド面につきましてはまちづくり株式会社が中心

となって行うと。で、ソフト面に関しましては

商工会議所、それを束ねるのが中心市街地活性

化協議会でございますが、２３年度に、今申し

上げましたように計画が満了期間となりまし

て、まちづくり株式会社はそのまま存続されて

おられますが、今までとは若干内容を変更した

いというようなことを聞いているところでござ

います。 

 それからもう１つ、委員からお話がありまし

たがらっぱ広場、どこにあるかわからぬように

いつも閉まってるじゃないかというお話があっ

たかと思いますが、そういうふうに御指摘をさ

れる方もいらっしゃいます。で、何でかってい

いますと、あそこを開けるに当たりまして、

風、太陽光線、雨等々が入り込んできまして、

商売といいますか、に影響を及ぼすということ

で、それなりの対策を一丁目さんも一緒になっ

てされているんですけども、今んところなかな

か御理解いただいていないと。ただし、２０回

程度、年間イベント等を開催しておりますが、

それにつきましては御理解いただいているとい
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うことで、さらに御理解いただくように努力し

てまいりたいと思ってます。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） そこで、次長、これは

私は、抜本的にあそこは見直したほうがいいん

じゃないかな。だから３年間ってこれ、まちな

か活性化の協議会にっていうことなんですが。

今のままの状態でいったら、どこの会社が引き

受けても一緒なんですね。考え方、頭を変えた

だけじゃなくしてから、考え方を変えなければ

ですね、私はだめだと思うんですね。 

 ただ、委託先を変えただけでですね、この活

用ができるのかと言われたときにですね、私は

もう今の状況では、なかなか厳しいと思います

よ。その地域の方々がですね、何なっとつくっ

てくだいよというのが、意見が多いですよね。

というのは屋根つきで何か常にイベントができ

るようなですね、子供から大人まで。そういう

ものを施設として、広場として、広場じゃなく

してから、施設兼広場という状況の中でです

ね、何かここの見直しをしたらいいんじゃない

かというような。逆に、市民の方が提案され

た、私には。なるほどですねということを私は

言ってきたんですが。 

 たまたま、きょう委員会でこれ見たところ

が、こういう所管事務調査の中での報告がある

ということだったもんですけんでから、タイミ

ングがよかなということで、これは次長には特

に言うときますけども、（商工観光部次長宮村

明彦君「はい」と呼ぶ）ぜひとも、がらっぱ広

場は見直しなっせ。見直さぬとしゃがなどこに

委託しても同じことですよ、ということなんで

す。そこらあたりどうですか、考えは。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。これ

までの経緯といいますか、がらっぱ広場につき

ましては、市役所だけでこういうふうな計画し

たのではなくって、商店街の方々、一般の方々

も――済みません、宙でなかなか間違いもある

かもわかりませんが、たしか入っていらっしゃ

って、いろいろ企画をさせて今の形になったか

というふうに思います。 

 ただ、山本委員さんからの御指摘もあります

ので、どのような形になるかわかりませんが、

御指摘を受けまして、検討をさせていただきた

いというふうに思います。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） はい、委員長。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 検討だからですね、し

っかり検討してもらわないかぬとですけども、

要は、ここもですね、地域のためになるような

広場として活用するようにですね、検討してく

ださい。私が考えとった映画館が一番よかと思

うばってんがな。映画館なっとつくらぬとしゃ

がですね、本町の中心の活性化なんかできない

ですよ。どんなに投資しても。何かやっぱし若

者がですね、そこに集まる、集まって何か語っ

て何か情報を発信する、そういう場所がないん

で、膝を交えて、そういう場所が。商店街見て

ください、一丁目から三丁目まで。もうほとん

どですね、意欲がないですよ。だから、逆に、

私はこの前言ったんですけど、飲食店の専門分

野を全部一丁目に並べて、一丁目から先につい

ては全部飲み屋さんを、スナックからクラブま

でずっと日本一、もう一回赤いネオンにしたほ

うがいいんじゃないかなというぐらいまで、こ

の前提案したんですよ。そのほうがよかなって

いう人たちもおられました。 

 ところが、まだまだ商店街ですからというこ

とで言われたのが、そういう人が、若い者が集

まる場所をつくってほしいというのが物すごい
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多かったですよ、意見が。そこらあたりも考え

て、このがらっぱ広場についてはですね、再検

討してください。委託先、委託にぶりやればよ

かってもんじゃありません。本当の活性化のた

めにはですね、もう少しインテリジェンス、知

恵を出して頑張ってほしいと思います。要望し

ておきますから、できなかったときにはよろし

くお願いしときますから。 

○委員長（百田 隆君） はい、ほかにござい

ませんか。（委員古嶋津義君「がらっぱっちゅ

う名前も……」と呼ぶ）（笑声） 

 はい、田中委員。 

○委員（田中 茂君） はい。今、がらっぱ広

場のことがあったんですが、私は３点目のです

ね、松中信彦スポーツミュージアムについてお

尋ねしてみたいと思います。 

 先ほど、次長の説明を聞いておりましたが、

入館者と売り上げについてはですね、２３年の

場合は入館者は２２年に比べて多くなってるん

だけど、入館収入は減ってる。それから２４年

度は８月までで１８３５人ですか、ということ

は夏休みが終わった段階で１８００人っちゅう

こと。恐らく９月だったらですね、新学期にも

なる、あるいは、それとまだ残暑もありますの

で、何といいますか、ほとんどの方が入館はや

っぱ少ないんじゃないかなという感じがしてる

わけですね。 

 そうしますと、さらに２４年度はですね、２

２年度の実績すら下回るんじゃないかという感

じがしております。まだこれは半年以上あるわ

けですから、入館の努力は市の担当のほうも、

あるいは委託先の九州綜合サービスでも努力は

しておられると思うんですが、なかなか入館者

も、あるいは入館収入も厳しいということから

しますとですね、やっぱりあと１年は見てみた

いということはありますけれども、その中でで

すね、よほど抜本的な見直しをしなければです

ね、非常に厳しいんじゃないかなという感じを

してるわけです。そういうことで、かなり意見

の分かれるところはあるかもわかりませんが、

非常に厳しいんじゃないかということをです

ね、一応指摘をさせていただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。非常に乱暴な

やり方をされたなっていうふうな思いがしてる

んですが。 

 実はですね、この指定管理者制度について

は、指定管理者制度をその施設に導入するかど

うかっていうことの１回目の議会の議決で、も

う１回がここでいいかと、指定管理者をここに

するっていうふうな議会の議決が１つありま

す。だけん、２回議会の議決を経らぬといかぬ

のですよね。で、１回はもう結局指定管理者制

度の導入をするっていうふうな条例改正が行わ

れていますから、きっとそれを飛び抜かしても

う、そしてなおかつ非公募でやるということな

ので、こういうやり方をされたんだろうなとい

うふうに思うんですが、何にも資料がないんで

すよ、判断をする。で、今言われているような

ね、口頭で言われているような中だけで、ああ

だったら３年いいですよ、非公募でいいですよ

っていうような判断をね、これだけでせないか

ぬような資料しかそろえんかったんですかって

いうふうに思ってます。余りにも乱暴なやり方

で、背景になるような数値的なものも財政的な

ものもどうだったと、商工の振興課にとってど

うだった、観光振興にとってどうだったのかっ

ていうことが何一つ出てない。それなのに、こ

うやりますよというふうなやり方はですね、余

りにも乱暴だと思います。 

 で、ですね、もうこれここで出されたんでで

すね、あれですが、次の指定管理者の議決があ
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りますよね、１２月議会で議決をせないかぬで

す。議会はここで、（｢うん、そうそう」と呼

ぶ者あり）非公募によって、なおかつ、この３

つのところでいいですかっていうふうな議決を

議会はせぬといかぬです。そのときにきちんと

した背景になる資料と、ここからどういったふ

うな改善提案が出されてたか、だから、これに

決めましたっていうふうな資料をですね、議会

が判断できる、きちんと議会が責任を持って判

断できる資料をですね、そろえていただくこと

を要望しておきます。 

○委員長（百田 隆君） いいですか。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい、わか

りました。 

○委員長（百田 隆君） はい。ほかにありま

すか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） ないようでしたら、

以上で、商工関連施設の管理運営方針について

は終了します。では、小会とします。 

（午後２時４４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時４５分 本会） 

・産業・経済の振興に関する諸問題の調査（環

境センター建設に伴う要望等推進協議会及び八

代地区産地協議会発足について） 

○委員長（百田 隆君） はい、本会に戻しま

す。 

 次に、環境センター建設に伴う要望等推進協

議会及び八代地区産地協議会発足について、執

行部よりお願いします。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい、委員

長。 

○委員長（百田 隆君） はい、橋口農林水産

部長。 

○農林水産部長（橋口尚登君） はい。皆さ

ん、こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り） 

 環境センター建設に向けては、現在いろいろ

な取り組みが進められております。皆様御存じ

のとおり、昨年１０月に周辺漁協、八代鮮魚商

協同組合より要望書が出されました。この要望

書は９項目からなっており、本年２月に市から

回答書を出しております。今回の要望書におき

ましては、一部水産業振興に係る部分がありま

して、今後その対応が必要となるということ

で、本日はその概要につきまして報告いたしま

す。 

 概要につきましては、小橋環境センター建設

課長及び濱本水産林務課長より説明いたします

ので、よろしくお願いします。あと、席をちょ

っと交代させていただきます。 

○委員長（百田 隆君） はい、どうぞ。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） 委員

長。 

○委員長（百田 隆君） はい、小橋環境セン

ター建設課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り） 

 今、部長から報告がありました、周辺漁協関

係者からの対応といいますか、要望に対しまし

て市として回答したところでございます。本年

２月２１日に建設環境委員会と経済企業委員会

の合同の委員会の中で、周辺関係漁協関係者か

ら建設に対する同意書をいただいております

が、そのときにも御説明をしておりますが、今

後、今部長からお話がありました、予算が伴う

項目、２５年度以降に予算を計上する可能性が

ある項目がございますので、本日はその対策に

向けて協議会を発足したことを御報告いたしま

す。じゃあ、座らせて説明させていただきま

す。 

 まず１点目ですが、要望項目が９項目ござい

ましたので、それに対しまして１項目ずつ回答

しております。そのために、その１項目ずつの
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協議を重ねる協議会といたしまして、８月２２

日１１時から八代漁協の協同組合事務所のほう

で協議会を発足しております。 

 資料の４ページをお開きください。 

 まず、９項目に対する、要望項目に対する協

議会の発足ですが、委員構成をここに載せてお

ります。団体名が八代漁協、鏡町漁協、八代水

産、八代市農林水産部、それから八代市環境

部、５団体で代表者会議を行います。それか

ら、専門部会といたしまして、八代漁協の八代

支部、それから八代市水産林務課、八代市環境

センター建設課。専門部会で話し合いました結

果を代表者会議で決議していただくというよう

な流れで進めてまいります。目標はことしの１

２月ぐらいまでをめどに内容を固めまして、年

度計画、それから予算計画、そういったものを

行ってまいります。 

 それでは内容につきまして、もう一度確認の

意味で９項目申し上げます。 

 資料の６ページをお開きください。 

 まず、１点目ですが、ただいまの協議会の発

足の要求の内容でございます。１点目が周辺整

備に伴う建設推進協議会の設置。これが今回の

協議会の経緯になったものでございます。 

 それから２点目、荷さばき施設整備をお願い

しますということです。これにつきましては、

あとで年度計画を申し上げます。 

 それから次のページ、７ページ、３点目のア

サリ漁場の恒常的な整備。 

 それから４点目、藻場を造成してくださいと

いう藻場造成事業です。 

 それから５点目、指定漁場への簡易漁礁の投

入。漁礁の設置を希望されております。 

 それから６点目、８ページです。稚魚増殖セ

ンターへのエネルギーの供給、これは供用開始

後に八代漁協が所有されております稚魚増殖セ

ンターへ熱エネルギーを供給してくださいとい

う要求です。 

 ７点目、道路整備。これは散水車の常設をお

願いしておられます。道路は県の港湾道路です

ので、市が整備するわけにいきませんので、県

の港湾道路を使う際に、ほこりやそれから工事

車両が通りますので、散水車を常設してほこり

がしないようにしてくれということです。 

 ８点目、球磨川本流と前川に流れ込む流量調

整に関する協議。これは一級河川ですので、国

交省のほうと現在も交渉しております。これは

まだ正確な返事はしておりません。 

 それから９点目、環境センター事故等による

被害補償。これにつきましても供用開始後に事

故等があった場合は、市に瑕疵が認められた場

合は補償対象としますという返事をしておりま

す。 

 それから、９ページです。 

 その項目に対しまして、今後の予定、それか

ら実験、研究などを繰り返していく工程表をつ

くっております。基本的には前川の下流ですの

で、真水と海水が混ざる地区でございます、環

境センター候補地周辺が。ですので、余りいい

漁場とは言えておりません。そこをどうしたら

魚が集まったり、それから魚の寝床になるの

か、そういったことを一緒に研究しようという

のが、この主な要求内容でございます。 

 まず協議会の設置は、２３年度中に設置する

と考えておりましたが、ちょっとおくれまして

２４年度の設置になっております。 

 それから荷さばき施設は、財源といたしまし

て水産庁の補助金を使うということで、交付金

申請をする段取りで今進めております。ただ

し、これは目標設定をする必要がございますの

で、後で御説明いたします協議会の設置が必要

でございます。これは別に協議会の設置をして

おります。 

 それから３点目のアサリの漁場の恒常的な整

備ですが、環境センターの西側になりますが荒

瀬の土砂を県が海に散布しておりますので、そ
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こにアサリの稚貝をまいてとれる工夫をしたら

どうだろうかということで、これを初年度は実

験をやると。それから、うまくいくようであれ

ば、半永久的にそこに稚貝をまくということで

すが、なかなか真水と海水が混ざるところであ

りますし、大雨のときには流してしまうそうで

す。で、非常に難しい場所であるということを

お聞きしております。 

 それから藻場造成、それから５番の指定漁場

への簡易漁礁ですが、これにつきましても、ま

ずは間伐材やそれから竹ざお、そういったもの

で藻を造成する、それから魚のアパートと言わ

れる漁礁を設置したらどうだろうかと。ただ、

ここも問題がございまして、水深が浅いという

ことで、非常に海上保安庁との問題もあるそう

です。そういったことで、いろいろな実験を繰

り返して、魚が集まる場所にしたらどうだろう

かという、そこに市の支援をお願いしたいとい

うことです。 

 ６番目以降は、先ほど御説明しました内容で

す。これは供用開始後にすることですが、それ

から８番はもう国交省との見解を今お待ちして

おりますが、これもアユの遡上の問題がありま

して、球磨川本流のほうがアユは遡上いたしま

すので、前川のほうに水量をふやしますと、ま

たそのバランスが崩れるということで、球磨川

漁協さんからは少し難色を示されております。

そういったことで、この流量調整もなかなか国

としても非常に厳しいという御判断です。ただ

し、今現在の流量関係の調査を行われておりま

す。 

 以上で、１点目の要望事項に対する協議会の

設置と実施スケジュールについて御説明いたし

ました。 

 続きまして２点目、資料の１０ページをお開

きください。 

 これは先ほどの要望事項の２点目にございま

した荷さばき施設、これを補助金もしくは交付

金を申請する際に、産地協議会を設置しなさい

という決まりがございます。それに伴いまし

て、８月２２日１０時より八代漁協の事務所で

第１回目の会議を開いております。 

 最初は規約を載せておりますが、構成メンバ

ーは１４ページに載せております。１４ページ

の構成メンバーですが、団体名を申し上げま

す。八代漁業協同組合、鏡町漁業協同組合、八

代鮮魚商協同組合、熊本県八代地域振興局、八

代市からは八代市農林水産部、八代市商工観光

部、八代市環境部ということで、ただ単に魚が

とれるだけではなくて、個人所得それから流

通、それから５年後の３％以上という目標達成

ができたかどうか、そこまで視野に入れた活動

内容になります。実際に荷さばき施設を建てて

いきますので、そこに魚がいっぱい集まって、

高く売れていくと。それから、目標である３％

以上の個人所得や漁獲高を目指すというような

協議会の設置でございます。 

 １５ページにその補助メニューが書いてあり

ます。産地水産業強化支援事業という水産庁の

事業名でございます。補助率は２分の１です。

最初の実施要件の中にこう書いてあります。漁

村の魅力向上という、所得の向上の下に漁村の

魅力向上というのが書いてございます。年間水

揚量が５０００トン未満の地域又は水産物流機

能高度化対策事業基本計画が策定された地域。

それから、産地市場再編整備計画に基づくもの

であることという要件が課されております。 

 一番下のスケジュールをごらんください。２

４年度、今年度がこの協議会を立ち上げまして

計画の策定を行います。国のほうへは、早けれ

ば２５年度の早い時期に補助申請を行いたいと

考えております。それから、２５年度の当初予

算に設計費もしくは整備費までを計上する予定

でございます。 

 それから協議会のほうはソフト事業と書いて

ありますが、このソフト事業期間３年間の実績
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を踏まえまして、２９年度に成果目標を達成で

きたかどうか、そのチェックをする年度となっ

ております。２９年度にチェックをするという

ことです。ですので、荷さばき施設が完成しま

すのは２６年度末、供用開始を２７年度の当初

というように現時点では考えております。 

 それから一番最後に、周辺の地図をつけてお

ります。先ほど説明しました、マイナス１４メ

ーター岸壁のところから加賀島方面は全て水深

が浅いというふうに聞いておりますので、ここ

に漁礁や藻場を設置したらどうだろうかという

ことで、加賀島の島が真ん中にございますが、

この周辺で漁業ができたらいいのかなというよ

うなお願いでございます。 

 以上で簡単ではございますが、２つの協議会

の設置したことを御報告申し上げます。終わり

ます。 

○委員長（百田 隆君） 以上の部分につい

て、何か御質問、御意見等はございませんか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（百田 隆君） 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） はい。荒瀬の覆砂事業

して、ちっとはアサリはふえたか。全然ふえと

らん。覆砂事業。 

○委員長（百田 隆君） はい、濱本水産林務

課長。（｢こっちか、済んません」と呼ぶ者あ

り） 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。座って

お答えしてよろしいでしょうか。（委員長百田

隆君「はい、どうぞ」と呼ぶ） 

 荒瀬の砂ですが、平成１９年度から金剛ほ

か、千反、大島等に覆砂やってますが、今、県

のほうも大潮のときに現地調査やってる内容を

確認しますと、基本的に覆砂されたところには

貝は立っているっちゅう情報じゃございます。 

 以上です。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、よろしいです

か。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 今、説明があったんで

すけど、要望事項に対する実施のスケジュール

の中で、一番最後のスケジュールの中で、スケ

ジュールの９番目、環境センター事故発生によ

る被害の補償の問題。で、今、課長から説明あ

ったように、この建設工事中の被害補償、どう

いう被害補償があるのか、具体的に示してくだ

さい。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。 

○委員長（百田 隆君） はい、小橋環境セン

ター建設課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） ま

ず、我々が今一番目に心配しておりますのが、

地盤がやわらかいことから、平成２７年度から

工事着手予定にしておりますが、まず振動、騒

音、それから交通――一本道しか、県の港湾道

路１本しかございませんので、そこに車両がた

くさん通るという交通事故、いろんなそういっ

たことで、間接的な影響が結構考えられます。

それに対する事故対策もしていかなければなら

ない。最悪、八代市に瑕疵がある場合の、事故

に瑕疵がある場合は、その内容によっては八代

市が補償するということになります。そういう

ことが考えられます。 

○委員長（百田 隆君） いいですか。 

○委員（山本幸廣君） はい。万全な体制をと

って、この９項目というのが、９番目が一番で

すね、この要望事項が大事だと思います。次に

出てくるのが荷さばきの問題。これについてス

ケジュールを説明していただいたんですが、２

６年では、はっきり言って開始をしたいという

状況でありますが、２分の１の補助で、詳細に

国の担当部とはすり合わせをしながら、可能性

ってのは１００％、これはもうあると思うんで

すが、そこらあたりどうですか。補助事業の対
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象の中で、今までのすり合わせはどうですか。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。 

○委員長（百田 隆君） はい、小橋環境セン

ター建設課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。最初、東北の３・１１のあれに対する対策

事業かなと最初思ったぐらい、メニューとして

はよくわかりませんでした。実は、漁協さんが

申し込まれてる物件が非常に多くて、自治体が

市場を整備する、荷さばき施設を整備するとい

う事案が、やっぱり絶対数がどうしても漁協さ

んの申し出のほうが大きいみたいですね。です

から、天草とか東北の今回被害を受けましたと

ころなんかは、非常に主たる産業でありますの

で、規模がめちゃくちゃ大きい市場とか荷さば

き施設が多いですので、そういうところに対す

る補助制度かなと最初思ったんですけども、や

はり漁獲高を上げたり、自己の所得を上がるこ

とを目標とさせられるということ自体が、それ

ほど、何ていうか、施設整備に対しては甘くな

いのかなというふうに感じは受けております。 

 ただ、今、委員からの御指摘で、補助枠はあ

るのかということですけども、現時点で県のほ

うと打ち合わせしておりますけども、特に補助

枠については第３次募集、第４次募集がかかる

ぐらいの物件ですので、今のところ財源として

はあるようでございます。 

○委員（山本幸廣君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 安心をいたしました。

そこまでですね、お互いに補助の事業について

は、名目が物流機能高度化対策事業ということ

ですので、それについてインターネットでちょ

っと見た範囲内ですけども、どうしても水揚げ

をですね、量というのが高めていかなきゃいけ

ないということになるわけでありますので。 

 最終的には前段の回答した中でですね、藻場

の育成とか、魚がとれんとしゃがですね、水揚

げはどうやってふやすかと、これが一番心配な

んですよ、私は。どっからかやっぱ持ってこな

いかぬ。ある程度やっぱ水揚げ量ふやさなけれ

ばですね。最終的にはこれははっきり言ってか

ら、国の監査が入ってきますからですね。そこ

らあたりも含めてですね、やっぱしこれだけ要

望があった、それに回答をしたわけですから、

しっかりしたですね、国とのすり合わせ、県と

もしっかりしてですね、八代漁民の方々が安心

して、本当に漁場の施設はありがたい施設をつ

くっていただいて、これだけの施設で八代の、

はっきり言って、台所を潤う施設として信頼さ

れる施設としてですね、誕生できたというです

ね、そういう楽しいですね、（聴取不能）が聞

かれるためにも、担当部がしっかりすり合わせ

の中で頑張っていただきたいという、強く要望

しておきますから。ここが一番心配です。今回

の要望の中でもですね。 

 そういうことありますので、迷惑施設になら

ないようなですね、施設つくるためには、しっ

かりした関係部局と横の連携をとりながらです

ね、今回のこの環境センターがうまくできるよ

うにですね、していただきたいと思います。要

望しときます。（｢よし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） ほかにありません

か。 

 太田委員。 

○委員（太田広則君） はい。済みません、最

後１点。５番のですね、指定漁場への簡易漁礁

の投入ということで、今から実験研究をされて

いくということで。これはどうなんですか、ど

っかで実績のある漁場の漁礁の投入方法なのか

が１つ。 

 それから、どっかの専門家のね、先生を、大

学の専門家の先生あたりを入れられての実験研

究になっていくのか。その予算規模も、予算を

どうするのかも含めて、どんな実験研究をね、
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されようとしているか少し詳しく聞かせて。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。 

○委員長（百田 隆君） はい、小橋環境セン

ター建設課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。まず１点目の、どのようなということなん

ですが、八代漁協に関係者集まりまして、八代

漁協が集められたＤＶＤを見せていただきまし

た。東北のほうから、それから天草、そういっ

た各会社が出してるデモのＤＶＤだったんです

が、おっきいのになりますとやっぱり鉄骨組み

で、そうですね、７メーター、１０メーターと

いう、おっきな物もございました。 

 今、御要望されてますのが、間伐材による

竹、木っていいますかね、間伐材の木器を使っ

た木組み。それから一番いいのはですね、廃船

が一番いいそうです。船を沈める形が一番魚が

住みつきやすいそうですが、海上保安庁が、浅

いもんですから下手に設置すると事故のもとだ

ということで、その設置場所と、それから確認

ができるポールとかライトとか何かがないと簡

単に設置させてくれないという悩みは聞きまし

た。ですので、方法は幾つか持っているけど

も、実際それをどんな材料でテストするのかっ

ちゅうのは、これからぜひやってみたいと、試

してみたいという御要望はされました。あと詳

細については、ちょっと濱本課長のほうに、済

みません。 

○委員長（百田 隆君） はい、濱本水産林務

課長。 

○水産林務課長（濱本 親君） はい。八代市

はですね、昭和６０年ごろまで、波型の漁礁を

設置していたそうなんですよね。して、現在は

確かに行っておりません。魚探関係でちょっと

調べてみますと、残りの上部の２０％ほどが残

っとるような現状のようでございます。 

 やはり八代市としては、つくり育てる漁業の

観点から、八代の浅い漁場条件に合いそうな簡

易な漁礁の設置を検討していきたいと。そして

先ほど、小橋課長が話した内容の中で、漁協の

方が求めておらすっとは、何か横文字でいきま

すとシェルナースという簡易漁礁関係ですね。

板状で、貝殻関係が入って、藻が生えてくるよ

うな形で、凹凸で余り山型にならないような内

容の漁礁だと思います。 

 以上、お答えとします。（委員太田広則君

「はい、わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（百田 隆君） ほかにありません

か。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川副委員

長。 

○委員（前川祥子君） はい。この実施スケジ

ュールですけど、こういうふうにスケジュール

組まれてますから、これに沿ってやっていかれ

るんだと思いますが、何かここの障害になる、

もしかしたらこの点は難しいかな、もしかして

こういうことが起き得るんじゃないかっていう

何か想定みたいなもので、ありますか。これは

もう完璧クリアできそうなスケジュールってい

うふうにお考えでしょうか。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） は

い。 

○委員長（百田 隆君） はい、小橋環境セン

ター建設課長。 

○環境センター建設課長（小橋孝男君） 今、

回答が一番厳しいのは、先ほど申しました８番

です。流量調整、これは球磨川漁協と八代漁協

とが全く反対の御意見を言っておられます。今

でも本流は少ないということで、堰を開け閉め

してどちらかが多くなったり少なくなったりす

るのを非常に嫌ってらっしゃいます。ですの

で、８番の回答は、ちょっとここ数年でってい

うわけにはいかないみたいな感じでございま

す。 
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 それから、先ほどの３番のアサリ漁場です

ね。加賀島地区が埋め立てられまして、ＹＫＫ

の前では前、タテガイとかシャコとかタコとか

いっぱいとれてたみたいなんですけども、あの

埋め立てが完成してから、どうも流れが変わっ

たみたいで、アサリも大水んときには流されて

しまって、どうもつかないみたいですね、定着

しないみたいです。ですから、３番も非常に厳

しいようなことは言っておられました。 

 あとは、とにかくやってみないとわからない

のがいっぱいありますので。特に４、５です

ね、これにつきましては、もう本当、まず実験

をやって、魚の住みつきぐあいを１年か２年確

認してみるということになろうかと思います。 

 以上のような状況です。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（百田 隆君） はい、前川副委員

長。 

○委員（前川祥子君） はい。不都合なことが

起こり得るというのは、これは想定内にあらな

ければならないことですからですね、多分それ

はもうお考えの中に入ってらっしゃるとは思い

ます。そのときにどうするかと。ベスト策、こ

れをもうぜひ打ち出してですね、対応していた

だきたいと。要望ではございますけど、以上で

す。 

○委員長（百田 隆君） ほかにありますか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） ないようでしたら、

以上で環境センター建設に伴う要望等推進協議

会及び八代地区産地協議会発足についてを終了

します。小会します。 

（午後３時１０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時１１分 本会） 

○委員長（百田 隆君） では、本会に戻しま

す。 

 そのほか、本委員会の所管事務調査について

何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） 以上で、所管事務調

査２件についての調査を終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

て、お諮りいたします。 

 所管事務調査２件については、なお調査を要

すると思いますので、引き続き、閉会中の申し

出をしたいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（百田 隆君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全て終了いた

しました。 

 これをもって経済企業委員会を散会いたしま

す。 

（午後３時１２分 閉会） 
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